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Ⅰ 一般競争入札による市有地売却の流れ

一般競争入札と は、 入札参加者が価格を 競い合い、 本市があら かじ め決定し た価格

（ 以下「 予定価格」 と いう 。 ） 以上で 、 最も 高い価格を 付けた方に物件を 購入し ていた

だく 方法です（ 予定価格が最低売却価格になり ま す。 ） 。

入札に参加する には、 事前に申込みが必要です。 こ の「 入札案内書」 を よ く お読みに

なっ たう えで、 お申込みく ださ い。

なお、 落札者がなかっ た場合には、 先着申込順によ り 売却を 行う こ と があり ます。 実

施する 場合は、 本市ホームページ及びメ ールマガジン にてお知ら せし ま す。

入札参加の

申込み

【 受付期間】 令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日（ 月） から１ ２ 月２ ０ 日（ 金） まで（ 必着）

＊ 必要書類は、 持参（ 午前９ 時から 午後５ 時まで ） 又は郵送（ 簡易書留

など 郵便物の追跡ができ る 方法） で提出し てく ださ い。

＊ 電話、 メ ール等によ る 申込みはでき ません。

▼

入札参加者

への書類送付

入札参加資格の確認後、 入札日の約１ ～２ 週間前に「 一般競争入札参加資格者

証」 等を簡易書留にて郵送し ます。

▼

入札保証金の

支払

１ ３ ページに記載する 額の入札保証金（ 当該予定価格の100分の５ に相

当する 額（ 千円未満切上げ） ） を 本市が発行する 納入通知書によ り 納付

し て く ださ い。

【 納付期限】 令和７ 年２ 月１ ３ 日（ 木）

▼

入札、 開札

【 実施日】 令和７ 年２ 月１ ４ 日（ 金）

【 場 所】 京都市消防局本部庁舎（ 予定）

＊ 入札保証金の領収書（ 原本） 及び一般競争入札参加資格者証等が必要

です。

▼

契約の締結

本市が指定する 期間中に契約を 締結し てく ださ い。

＊ 売買契約書（ 本市保管用のも の） に貼付する 収入印紙は、 落札者の負

担と なり ます。

▼

売買代金の

支払

売買代金は次のいずれかの方法で納付し て く ださ い。

なお、 入札保証金は売買代金又は契約保証金に充当し ます。

＊ 契約時に売買代金から 入札保証金額を 差し 引いた金額を一括納付する

方法

＊ 契約時に入札保証金額を 差し 引いた金額の契約保証金を 納付し 、 契約

締結日から １ ４ 開庁日以内に、 残金を 納付する 方法

▼

所有権移転

登記

所有権は、 売買代金の支払が完了し たと き に移転し ます。

＊ 所有権移転登記の手続は、 本市の職員が行います。

＊ 所有権の移転に要する 一切の費用（ 登録免許税を 含む。 ） は、 落札者

の負担と なり ます。

▼

手続完了
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１ 入札参加の申込み

こ の入札案内書は、 本市ホームページにも 掲載し ています。 なお、 入札物件は予告なく 取り 下

げる場合があり ます。

■ ＵＲ Ｌ

ht t ps: / / www. ci t y. kyot o. l g. j p/ gyozai / page/ 0000333398. ht ml

■ 二次元コード

（ １ ） 申込資格（ 入札参加資格）

次のア～カのいずれかに該当する方は、 申込みはできません。

ア 入札し よう と する市有地等に係る事務に従事する職員

イ 入札に係る契約を締結する能力を有し ない者

ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

エ 地方自治法施行令第１ ６ ７ 条の４ 第２ 項各号のいずれかに該当し ３ 年を経過し ない者及

びその者を代理人、 支配人その他の使用人又は入札代理人と し て使用する者

オ 京都市暴力団排除条例第２ 条第１ 号に規定する暴力団並びに同条第４ 号に規定する暴力

団員等及び同条第５ 号に規定する暴力団密接関係者並びにこ れら の者の依頼を受けて市有

地等の売買契約をし よう と する者

カ 入札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２ 条第２ 号に規定する暴

力団の事務所及び公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と 認めら

れるも のの用に供し よう と する者並びにこ れら の者の依頼を受けて市有地等の売買契約を

し よう と する者

※ オに該当し ないこ と について、 京都府警察本部へ照会し ます。
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（ ２ ） 現地見学会及び現地確認

見学を希望さ れる方は、 下記の日時に現地へ直接お越し く ださ い。

対象物件 日 時 問合せ先

１ 号物件
①令和６ 年１ １ 月１ ３ 日（ 水） 午後３時から４時まで

②令和６ 年１ １ 月２ ０ 日（ 水） 午後３時から４時まで

京都市行財政局

資産イノベーショ ン推進室

電話 075- 222- 3284

２ 号物件
①令和６ 年１ １ 月１ ４ 日（ 木） 午後１時から２時まで

②令和６ 年１ １ 月２ １ 日（ 木） 午前１ ０ 時から１ １ 時まで

３ 号物件
①令和６ 年１ １ 月１ ３ 日（ 水） 午前9時30分から 10時30分まで

②令和６ 年１ １ 月２ ０ 日（ 水） 午前9時30分から 10時30分まで

４ 号物件
①令和６ 年１ １ 月１ ３ 日（ 水） 午前１１時から正午まで

②令和６ 年１ １ 月２ ２ 日（ 金） 午後３時から４時まで

５ 号物件
①令和６ 年１ １ 月１ ５ 日（ 金） 午前１ ０ 時から１ １ 時まで

②令和６ 年１ １ 月２ ２ 日（ 金） 午前１ ０ 時から１ １ 時まで

６ 号物件
①令和６ 年１ １ 月１ ４ 日（ 木） 午後3時30分から 4時30分まで

②令和６ 年１ １ 月２ ０ 日（ 水） 午前１１時から正午まで

７ 号物件
①令和６ 年１ １ 月１ ３ 日（ 水） 午後１時から２時まで

②令和６ 年１ １ 月２ ０ 日（ 水） 午後１時から２時まで

８ 号物件
①令和６ 年１ １ 月１ ５ 日（ 金） 午後１時から２時まで

②令和６ 年１ １ 月２ １ 日（ 木） 午後１時から２時まで

９ 号物件
①令和６ 年１ １ 月１ ４ 日（ 木） 午前１ ０ 時から１ １ 時まで

②令和６ 年１ １ 月２ １ 日（ 木） 午後3時30分から 4時30分まで

10号物件
①令和６ 年１ １ 月１ ５ 日（ 金） 午後3時30分から 4時30分まで

②令和６ 年１ １ 月２ ２ 日（ 金） 午後１時から２時まで

京都市上下水道局経営戦略室

資産活用担当

TEL 075- 672- 7710

○ 物件の引渡し は現状のままで行いますので、 現地見学会に参加できない場合は、 各自で

事前に現地確認を行っ てく ださ い。

また、 諸規制の状況等についても 調査確認を行う よう にし てく ださ い。

○ 工作物や枝葉の越境等について、 物件調書に記載の内容が現況と 異なる場合には、 現況

を優先し 、 契約後も 現況のままの引渡し と なり ます。

○ 各自で現地確認を行う 際には、 違法駐車等により 近隣に御迷惑がかかるこ と のないよう

御注意く ださ い。

○ 現地見学会は、 雨天でも 決行し ます。

○ 駐車場及び駐輪場はあり ませんので、 お越し の際は公共交通機関を利用し てく ださ い。

○ ５ 号物件について、 お越し の際は、 必ず物件北側または東側の入口から お入り く ださ い。

物件南側の「 西部土木みどり 事務所」 入口から お入り になら ないよう に御注意く ださ い。
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（ ３ ） 質問の受付及び回答

受付期間 令和６ 年１ １ 月２ ６ 日（ 火） まで

受付方法

入札物件に関する問合せは、 原則と し て書面（ 様式自由） により 受け付けま

すので、 以下の連絡先にメ ール又はＦ Ａ Ｘ で提出し てく ださ い。 なお、 申込方

法等に関し ては、 上記期間に限ら ず随時、 電話等で受け付けます。

京都市行財政局資産イノ ベーショ ン推進室

電 話： 075- 222- 3284（ 直通）

Ｆ Ａ Ｘ ： 075- 212- 9253

メ ールアド レス： shi san- i novat i on@ci t y. kyot o. l g. j p

回答方法

質問に対する回答は、 上記受付期間終了の翌開庁日から 起算し て概ね１ ０ 開

庁日以内に、 本市ホームページにおいて公開し ます。

回答は、 こ の入札案内書と 一体のも のと し て、 入札案内書と 同等の効力を有

するものと し ます。

（ ４ ） 資料の閲覧

受付期間 令和７ 年１ 月３ １ 日（ 金） まで（ 土曜日、 日曜日、 祝日及び年末年始を除く 。 ）

受付時間 午前９ 時から 午後５ 時まで（ 正午から 午後１ 時までを除く 。 ）

受付方法

電話で事前に閲覧希望日時を連絡のう え、 上記期間内にお越し く ださ い。 た

だし 、 質問については、 質問受付期間内（ 令和６ 年１ １ 月２ ６ 日（ 火） まで）

し かお受けできませんので、 御注意く ださ い。

閲覧場所

連絡先

ア 地歴調査に利用し た資料等に係る資料の閲覧

（ ア） １ 号物件から ９ 号物件まで

閲覧場所： 京都市行財政局資産イノベーショ ン推進室（ ６ ２ ページ参照）

電 話： 075- 222- 3284（ 直通）

（ イ ） １ ０ 号物件

閲覧場所： 京都市上下水道局経営戦略室資産活用担当（ ６ ２ ページ参照）

電 話： 075- 672- 7710（ 直通）

閲覧場所

連絡先

イ 筆界特定に関する資料の閲覧【 １ 号物件のみ】

閲覧場所： 京都市文化市民局地域自治推進室（ 京都市役所分庁舎地下１ 階）

電 話： 075- 222- 3049

ウ 越境物に関する覚書の閲覧【 ６ 号物件、 １ ０ 号物件】

（ ア） ６ 号物件

閲覧場所： 京都市建設局自転車政策推進室(京都市役所分庁舎3階)

電 話： 075- 222- 3565

（ イ ） １ ０ 号物件

閲覧場所： 京都市上下水道局経営戦略室資産活用担当（ ６ ２ ページ参照）

電 話： 075- 672- 7710（ 直通）
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閲覧場所

連絡先

エ アスベスト の調査結果等に関する資料の閲覧【 ７ 号物件のみ】

閲覧場所： 京都市消防局総務部施設課(京都市消防局本部庁舎４ 階)

電 話： 075- 212- 6644

オ 地盤調査に関する資料の閲覧【 ８ 号物件のみ】

閲覧場所： 京都市消防局総務部施設課(京都市消防局本部庁舎４ 階)

電 話： 075- 212- 6644

カ 建物図面等の閲覧【 １ ０ 号物件のみ】

閲覧場所： 京都市上下水道局経営戦略室資産活用担当（ ６ ２ ページ参照）

電 話： 075- 672- 7710（ 直通）

※ １ ０ 号物件については貸与ではあり ません。 資料の閲覧と なり ますの

で御注意く ださ い。

（ ５ ） 建物図面等の貸与

建物図面等については、 電子媒体（ Ｃ Ｄ 等） を貸し 出し ます。

対象物件 ２号物件、 ５号物件、 ７号物件、 ８号物件

受付期間 令和７ 年１ 月３ １ 日（ 金） まで（ 土曜日、 日曜日、 祝日及び年末年始を除く 。 ）

受付時間 午前９ 時から 午後５ 時まで（ 正午から 午後１ 時までを除く 。 ）

受付方法

電話で事前に貸出希望日時を連絡のう え、 上記期間内にお越し く ださ い。

数に限り があり ますので、 必ず事前連絡をお願いし ます。 ただし 、 質問につ

いては、 質問受付期間内（ 令和６ 年１ １ 月２ ６ 日（ 火） まで） し かお受けでき

ませんので、 御注意く ださ い。

貸出方法

貸与申請書を記入及び持参のう え、 下記の貸出場所までお越し く ださ い。

貸与申請書の様式は、 京都市ホームページから ダウンロード でき ます。 な

お、 電子媒体の貸出枚数は１ 社につき１ 枚まで、 貸出期間は１ 週間と し ます。

貸出場所

連絡先

京都市行財政局資産イノ ベーショ ン推進室（ ６ ２ ページ参照）

電 話： 075- 222- 3284（ 直通）

※ 貸出資料は売却物件の購入を検討するための参考資料であり 、 現状と 相違し ている場合は

現状を優先し ます。

（ ６ ） 申込方法

必要書類を、 申込期間内に持参（ 午前９ 時から午後５ 時まで） 又は郵送（ 簡易書留など郵便

物の追跡ができる方法） で提出し てく ださ い。 電話、 メ ール等による申込みはできません。
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申込期間

令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日（ 月） から令和６ 年１ ２ 月２ ０ 日（ 金） まで【 必着】

※ 郵送等申込みにかかる費用は、申込者の負担となります。

※ 受付期間内に到着しなかった場合や、郵便事故等により到着しなかった場合であって

も、受付は一切行いません。発送後は念のため、メール又はＦ ＡＸ で申込みした旨を連

絡してく ださい。

※ 必要書類に不備や不足がある場合は無効となる場合がありますので、 提出前に十分に確

認してく ださい。

申込先 ６ ２ ページ参照

必要書類

＊記入例は

ホ ームペー

ジ に掲載し

ています。

ア～エの書類は、 申込先において配布し ているほか、 本市ホームページから ダ

ウンロード 可能です。 なお、 １ 号物件から ９ 号物件までは京都市長宛て、 １ ０ 号

物件は京都市公営企業管理者上下水道局長宛ての様式を使用し てく ださ い。

ア 一般競争入札参加資格審査申請書

イ 誓約書（ 入札参加資格等に関するも の）

ウ 誓約書（ 京都市暴力団排除条例に関するも の）

エ 【 法人の場合】 営業所所在地等報告書兼誓約書

オ 【 法人の場合】 登記事項証明書（ 履歴事項全部証明書）

カ 【 個人の場合】 住民票の写し （ マイナンバー（ 個人番号） の記載のないもの）

※ オ及びカは、 申込日を基準と し て３ 箇月以内に発行さ れたも の

注意事項

○ 物件ごと に宛先が異なり ます。 また、 ア～カの書類は、 宛先ごと に一部ずつ

提出が必要です。

1号～9号物件： 京都市長宛て

10号物件 ： 京都市公営企業管理者上下水道局長宛て

○ 落札し た場合に売買契約者と なる方の氏名（ 法人にあっては、 名称及び代表

者名） を記入し てく ださ い。

○ ２ 名以上の連名（ 共有） での申込みも可能ですが、 連名（ 共有） 者全員の分が

必要と なり ます。

○ 申込者本人（ 共有予定の場合は共有予定者全員） の入札参加が原則ですが、

次のよう な場合は、 入札当日に委任状を提出し てく ださ い。 委任状の用紙は、

全ての申込者の方へ京都市から入札当日までに送付し ます。

ア 申込者が法人で、 その法人の代表権がない方が入札に参加する場合

イ 申込者が個人の方で、 やむを得ず代理の方が入札に参加する場合

ウ 申込者が共有予定で連名のと き、 やむを得ず共有予定者全員が入札に参加

できない場合（ 参加できない方から入札する方への委任が必要です。 ）

※ 代理人は、 個人に限り ます（ 法人名義では不可） 。

※ 同一物件につき、 入札者又はその代理人が他の入札者の代理をするこ と はでき

ません。
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（ ７ ） 入札参加者への書類送付

入札参加資格の確認後、 入札日の約１ ～２ 週間前に次の書類を簡易書留にて郵送し ます。

なお、 入札書は、 入札当日にお渡し し ます。

ア 当日の御案内

イ 一般競争入札参加資格者証

ウ 委任状

エ 入札保証金の納入通知書

オ 入札保証金還付請求書

カ ウ、 オの記入例

（ ８ ） 入札保証金について

ア 入札参加者は、 １ ３ ページに記載する額の入札保証金（ 当該予定価格の１ ０ ０ 分の５ に相

当する額（ 千円未満切上げ） ） を、 本市が発行する納入通知書により 納付し てく ださ い。

イ 入札保証金の納付期限は、 令和７ 年２ 月１ ３ 日（ 木） です。

ウ 金融機関で納付の際に受け取った領収印押印済の領収書の原本は、 入札当日に提出し てく

ださ い。

エ 落札者以外の方には、 開札終了後、 入札保証金還付請求書に記載さ れた振込先へ還付し ま

す（ 還付まで約１ 箇月程度を要し ます） 。 落札者が納付し た入札保証金は、 売買代金又は

契約保証金に充当し ます。 なお、 入札保証金には、 利子は付し ません。

オ 落札者が落札物件の売買契約を締結し ないと き （ 落札後、 入札参加資格を有し ない者であ

ること が判明し 、 その入札が無効になったと きを含む。 ） は、 入札保証金は違約金と し て本

市に帰属するものと し ます。

※ 入札保証金の支払に当たっては、 Ａ Ｔ Ｍの操作等ではなく 、 必ず金融機関の窓口へ納入通知

書を持参し てく ださ い。

（ ９ ） 入札の中止又は延期

災害等の発生などにより 、 入札を実施するこ と が適当ではないと 判断し た場合は、 入札（ 全

体または一部） の中止若し く は延期を行う こ と があり ますので、 あら かじ め御了承く ださ い。

（ 10） その他

京都市市有地等入札事務取扱要綱、 京都市上下水道局保有財産入札事務取扱要綱等は、 本市

ホームページに掲載し ており ますので、 必ず確認し てく ださ い。
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２ 入札、 開札

（ １ ） 日時等

日時 令和７年２月１４日（ 金） 午前１０時開始（ 午前９時３０分から受付開始）

場所 京都市消防局本部庁舎（ 予定） ※入札参加者に後日連絡し ます。

注意事項

○ 郵便による入札は行いません。

○ 入札開始時刻以後の入場は認められませんので、 お早めに御来場く ださ い。

○ 受付事務を円滑に行う ため、 受付時間の分散を行う 場合があり ます。

○ ３ 名以上の連名（ 共有） で入札に参加申込みの場合を除き、 入室できる方は

２ 名までと さ せていただきます。

（ ２ ） 当日に持参していただく もの

ア 一般競争入札参加資格者証

イ 委任状

法人の代表権のない方や、 個人でやむを得ず代理の方が入札する場合、 共有予定で共有者

全員が入札に参加できない場合には、 委任状が必要です。

ウ 入札保証金還付請求書

入札の円滑な進行のため、 あらかじ め必要事項を記入のう え持参し てく ださ い。

エ 入札保証金の領収書（ 原本）

オ 筆記用具（ 黒若し く は青の万年筆又はボールペン）

※ 入札保証金の領収書（ 原本） を含め、 提出書類の返還には応じ ら れませんので、 あら かじ

め御了承く ださ い。

（ ３ ） 入札に当たっての注意事項

ア 入札において使用する通貨単位は、 日本国通貨（ 「 円」 ） に限り ます。

イ 提出済みの入札書は、 いかなる理由があっ ても 、 書き換え、 引き換え、 又は撤回するこ

と はできません。

ウ 次のいずれかに該当する入札は、 無効と し ます。

（ ア） 入札参加資格のない者が入札し たと き、 又は京都市市有地等入札事務取扱要綱、 京都

市上下水道局保有財産入札事務取扱要綱等の規定する委任状及び一般競争入札参加資格

者証を提出し ない代理人が入札し たと き 。

（ イ ） 本市が定める期日までに入札書を提出し なかっ たと き。

（ ウ） 所定の入札書以外で入札し たと き。

（ エ） 本市が指定する方法以外で入札し たと き。

（ オ） 規定の入札保証金を支払っ ているこ と が、 入札開始時刻までに確認できないと き。

（ カ ） 予定価格を下回る額で入札し たと き。

（ キ） 同一入札物件につき、 入札者又はその代理人が他の入札者の代理をし たと き。

（ ク ） 入札者又はその代理人が１ 人で同一事項の入札に対し 、 ２ 枚以上の入札書で入札し たとき。

（ ケ） 入札書に記載し た入札金額に訂正があると き。

（ コ ） 主要事項（ 入札金額、 入札者本人またはその代理人本人の署名をいう 。 次号において

同じ 。 ） の記載が明確でないと き、 又は漏れていると き。
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（ サ） 鉛筆、 シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記器具により 主要事項を記入したとき。

（ シ） 入札者が協定し て入札をし たと きその他入札に際し 不正の行為があっ たと き。

（ ス） 入札関係職員の指示に従わない等、 入札会場の秩序を乱し たと き。

（ セ） その他入札に関する条件に違反し たと き。

（ ４ ） 開札、 落札者の決定

ア 開札は、 入札締切り 後、 直ちに入札者の立会いの下で行います。

イ 落札者は、 次の方法により 決定し ます。

（ ア） 有効な入札を行っ た方のう ち、 入札書に記入さ れた金額が事前に定める予定価格以上

で、 かつ、 最高の価格をも っ て入札し た方を落札者と し ます。

（ イ ） (ア )に該当する方が２ 人以上あると きは、 直ちにく じ 引きにより 落札者を決定し ます。

（ ５ ） 入札結果の公表

ア 開札の結果、 落札者の氏名（ 法人の場合はその名称） 及び落札金額を、 落札者がないと

きはその旨を、 入札参加者にお知ら せし ます。

イ 入札日の翌日以降、 本市ホームページにおいて、 全入札者の入札金額及び入札者名（ 個

人の場合は「 個人」 と 表記し ます。 ） を掲載し ます。

ウ 公文書公開請求等があっ た場合には、 上記イのほか、 入札辞退者及び入札欠席者全員の

氏名（ 個人の場合は「 個人」 と 表記し ます。 ） を公表するこ と があり ますので、 あら かじ

め御了承く ださ い。

（ ６ ） 再度入札

今回の入札は、 予定価格（ 最低売却価格） を事前に公表し ていますので、 開札の結果、 落札

者がない場合でも 、 原則、 再度入札は行いません。
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３ 契約の締結

（ １ ） 契約書の作成

契約書は、 本市ホームページに掲載し ている売買契約書（ 案） により 、 本市で２ 部用意し ます。

う ち、 本市保管用のものに貼付する収入印紙（ 売買金額に応じ たもの） は、 落札者の負担と なり

ます。 なお、 本市が作成する文書は印紙税非課税であるため、 落札者保管用の契約書には収入印

紙は貼付し ません。

（ ２ ） 契約締結期間

ア １ 号物件、 ２ 号物件、 ４ 号物件～１ ０ 号物件

落札決定後、 本市が指定する日から令和７ 年３ 月２ ４ 日（ 月） まで

イ ３ 号物件

落札決定後、 令和７ 年４ 月１ 日（ 火） から ４ 月２ ８ 日（ 月） まで

（ ３ ） 契約名義人

必ず「 落札者」 名義で契約締結し てく ださ い。 連名（ 共有） で申込みの場合は、 必ず「 共有者

全員」 の名義で締結し てく ださ い。 なお、 本契約における債務は連帯債務になり ます。

（ ４ ） 注意事項

ア 落札者が期限までに契約を締結さ れない場合は、 落札は無効と なり ます。 また、 入札保

証金は違約金と し て本市に帰属するものと し ます。

イ 売買代金は、 落札金額です。 ただし 、 ８ 号物件の予定価格については、 土地価格だけで

なく 、 建物価格が含まれており ますので、 落札価格の建物価格相当分について、 消費税及

び地方消費税相当額が別途かかり ます。 （ ４ ７ 、 ４ ８ ページ参照）

ウ 契約時には、 印鑑証明書又は印鑑登録証明書の提出が必要です。

エ 落札者が、 その落札物件を公序良俗に反する用途に供するおそれのあると きには、 本市

は契約を締結し ない場合があり ます。

４ 売買代金の支払

落札者は、 次のいずれかの方法により 、 本市が発行する納入通知書で売買代金をお支払いく だ

さ い。 購入資金の手当等については、 お早めに金融機関等と 相談し てく ださ い。 なお、 入札保証

金及び契約保証金には利子は付し ませんので御了承く ださ い。

（ １ ） 一括支払

ア 支払日 売買契約締結日

イ 支払金額 売買代金から 入札保証金額を差し 引いた額

ウ 契約保証金 免除

（ ２ ） 契約保証金の支払後、 売買代金の残額支払

ア 契約保証金支払日 売買契約締結日

イ 契約保証金額 売買代金の100分の10以上（ 円未満切上げ） に相当する額

ウ 契約保証金支払金額 契約保証金額から入札保証金額を差し 引いた額
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（ 入札保証金は契約保証金に充当し ます。 ）

エ 売買代金残額 売買代金から契約保証金額を差し 引いた額

オ 売買代金残額支払期限 契約締結日から 14開庁日以内

（ 契約保証金は売買代金に充当し ます。 ）

５ 所有権移転登記

（ １ ） 売買物件の所有権は、 売買代金の支払が完了し たと きに移転し ます。

（ ２ ） 所有権移転登記の手続は、 本市の職員が行います。 建物付の物件については、 建物の所有権

移転登記も含めて手続を行います。 建物の所有権移転登記請求権の放棄はできません。

（ ３ ） 共有名義で売買契約を締結し た物件については、 共有者全員の名義で所有権の移転登記を行

います。 持分割合については、 契約手続きの際に確認さ せていただきます。 なお、 共有名義か

否かに関わらず、 本市において売買物件の分筆及び地目の変更は行いません。

（ ４ ） 購入資金調達のために抵当権の設定が必要な場合は、 本市の職員が行う 所有権移転登記と 司

法書士等が行う 抵当権設定登記を同時に手続し ますので、 事前に相談し てく ださ い。

（ ５ ） 所有権の移転に要する一切の費用（ 登録免許税） は、 落札者の負担と なり ます。

（ 次ページの「 （ 参考） 契約に当たっ ての費用」 参照）

（ ６ ） 所有権移転登記が完了次第、 落札者に登記識別情報通知等を交付し 、 全ての手続が完了し ま

す。 なお、 売買物件の取得に伴い、 不動産取得税等の公租公課が発生し ますので、 御留意く だ

さ い。

６ その他の注意事項

（ １ ） 建物を建築するに当たっては、 建築基準法及び府、 市の条例等により 指導等がなさ れる場合

や、 費用負担が必要と なる場合があり ますので、 関係機関に確認し てく ださ い。

（ ２ ） 売買契約締結後、 売買物件の引渡し の日までの間において、 本市の責めに帰すこ と のできな

い事由により 、 売買物件に滅失、 き損等の損害を生じ たと きは、 その損害は、 落札者の負担と

なり ます。

（ ３ ） 落札者は、 売買契約締結後、 売買物件に数量の不足その他隠れたかし のあること を発見し て

も 、 売買代金の減免、 損害賠償の請求又は契約の解除をすること ができません。

（ ４ ） 売買契約締結後、 落札者が売買契約書に定める義務を履行し ないために本市に損害が生じ た

と きは、 落札者にその損害を賠償し ていただきます。

（ ５ ） 売買物件の活用に当たっては、 法令等の規制を必ず遵守し てく ださ い。 また、 地域活性化の

観点から 、 できる限り 早期に活用するよう 努めてく ださ い。

（ ６ ） 工事等を行う に当たっては、 近隣住民に対し 、 丁寧な対応を心掛け、 工事着手前に工事説明

を必ず行ってく ださ い。

（ ７ ） アスベスト 調査について、 今後、 本市において売買物件の調査は実施し ません。

（ ８ ） 売買物件の建物は老朽化し 、 耐震性能を有し ていない場合があり ますので、 できる限り 早期

に解体するか、 改修し たう えで使用し てく ださ い。 また、 解体・ 改修を行う までの間も適切に

管理し てく ださ い。

（ ９ ） 分譲マンショ ンを建築する場合は、 国土交通省の「 マンショ ンの管理の適正化の推進を図

るための基本的な方針」 に基づく 予備認定を受けるよう 努めてく ださ い。 詳細は、 以下のURL
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を参照し てく ださ い。

( URL) ht t ps: / / www. mankan. or . j p/ 11_management pl an/ pr ecer t . ht ml

（ 10） 住宅を建設する場合は、 京都市地域コ ミ ュニティ 活性化推進条例の規定に基づき、 居住者の

自治会・ 町内会の加入等について、 地域自治を担う 住民組織と の連絡調整を行い、 加入促進の

取組に協力し てく ださ い。

（ 11） 買戻特約抹消登記に要する費用は、 落札者（ 所有権を第三者に移転する場合は当該第三者）

の負担と なり ます。

（ 参考） 契約に当たっての費用

（ １ ） 印紙税（ 国税）

国税庁Ｕ Ｒ Ｌ ht t ps: / / www. nt a. go. j p/ t axes/ shi r aber u/ t axanswer / i nshi / i nshi 301. ht m

（ ２ ） 登録免許税（ 国税）

国税庁Ｕ Ｒ Ｌ ht t ps: / / www. nt a. go. j p/ t axes/ shi r aber u/ t axanswer / i nshi / 7191. ht m

（ ３ ） 不動産取得税（ 道府県税）

問合せ先 京都府総務部税務課（ 電話 075- 414- 4433）

（ ４ ） その他

今回の売買では、 本市の職員が所有権の移転登記手続を行いますので、 所有権移転登記

に関する司法書士手数料はかかり ません。
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Ⅱ 売却物件一覧
○ 予定価格は、 不動産鑑定評価等に基づき決定し ています。

○ 建物付土地（ ８ 号物件を除く ） の予定価格の比率は、 いずれも土地価格100. 0%、 建物価格0. 0%で
あるため、 建物にかかる消費税及び地方消費税相当額は落札金額に加算さ れません。

１ 市有地（ 行財政局）

物件

番号
所在地（ 地番） 地目

実測地積

（ ㎡）
現況 予定価格 入札保証金

１ 号

物件
左京区田中関田町34番11 宅地 226. 14 更地 7, 599万円 380万円

２ 号

物件
西京区樫原塚ノ 本町1番61 宅地 120. 28 建物付 2, 050万円 102万5千円

３ 号

物件
南区東九条北河原町27番3 雑種地 370. 02 更地 9, 584万円 479万2千円

４ 号

物件
伏見区深草加賀屋敷町21番18 宅地 126. 34 更地 1, 365万円 68万3千円

５ 号

物件
右京区西院西貝川町31番3 宅地 2, 903. 41 建物付 10億2, 360万円 5, 118万円

６ 号

物件
東山区福稲下高松町51番1 宅地 709. 81 更地 9, 654万円 482万7千円

７ 号

物件
上京区大宮通五 下る観世町110番 宅地 214. 46 建物付 4, 140万円 207万円

８ 号

物件
右京区太秦蜂岡町36番4 宅地 485. 87 建物付 1億1, 500万円 575万円

９ 号

物件

伏見区淀木津町211番5、 211番6、
211番7、 211番12、 227番2 宅地 1, 542. 18 更地 1億3, 610万円 680万5千円

２ 市有地（ 上下水道局）

物件

番号
所在地（ 地番） 地目

実測地積

（ ㎡）
現況 予定価格 入札保証金

10号
物件

南区八条源町13番5、 14番1 宅地 526. 86 建物付 9, 700万円 485万円
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Ⅲ 物件明細、 位置図、 参考写真等
※ 入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、 必ず各自で現地及び諸規制につ

いて調査確認を行っ てく ださ い。

※ 公図、 平面図、 建物平面図については、 本市ホームページに掲載し ています。

■Ｕ Ｒ Ｌ

ht t ps: / / www. ci t y. kyot o. l g. j p/ gyozai / page/ 0000333398. ht ml

■二次元コ ード
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登記簿

実 測

登記簿

現 況

電話番号

居住誘導区域(土砂災害特別警戒区域等は除く)

075- 222- 3558

075- 222- 4137

075- 222- 3130

状 況 電話番号

前面道路既存設備 あり 0800- 777- 3081

前面道路配管 あり 075- 841- 3126

前面道路配管 あり 075- 801- 7108

前面道路配管 あり 075- 315- 8942

約350m

約190m

約2,900m

約750m

約1,700m

宅地

公
共
機
関

区 役 所 左京区役所 物件の北東方

小 学 校 京都市立養正小学校 物件の北東方

中 学 校 京都市立高野中学校 物件の北東方

交通

機関

鉄 道 京阪鴨東線 出町柳駅 物件の北西方

バ ス 市バス 出町柳駅前停留所 物件の北西方

下 水 道 公共下水
京都市上下水道局下水道部
きた下水道管路管理センター

ガ ス 都市ガス
大阪ガスネットワーク（株）
京滋事業部導管計画チーム

供
給
処
理
施
設

施設の種類 内容等 お問合せ先

電 気 関西電力送配電（株） 関西電力送配電（株）
送配電コンタクトセンター

上 水 道 市営水道
京都市上下水道局水道部
水道管路管理センター給水工事課（北部担当）

屋外広告物 第3種地域
都市計画局都市景観部
広告景観づくり推進課

文化財保護 周知の埋蔵文化財包蔵地ではありません。
文化市民局文化芸術都市推進室
文化財保護課

都市計画局都市景観部
景観政策課

075- 222- 3474
景 観 保 全 山並み背景型美観地区

開発行為
500㎡以上の一団の土地で開発行為を行う場合は、開発行
為に関する許可が必要となります。
宅地造成等工事規制区域

都市計画局都市景観部
開発指導課

防 火 指 定 準防火地域

近畿圏整備法 既成都市区域

眺 望 景 観
近景デザイン保全区域（39）、（47）、遠景デザイン保
全区域（11）- 3km以内、(45）、（49）- 3km以内

立地適正化計画の区域

都市計画局都市企画部
都市計画課

075- 222- 3505

用 途 地 域 第一種住居地域

建 ぺ い 率 60%(用途地域による)

容 積 率 200%

高 度 指 定 15m第2種高度地区

接面道路の状況 南側 【種別】市道（田中緯52号線）（建築基準法第42条第2項道路） 【幅員】約3.0～3.2m 【舗装】あり 【高低差】± 0m

私 道 負 担 なし

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限

種 類 内 容 お問合せ先

区 域 区 分 市街化区域

種 類

地目
構 造

宅地
床面積（公簿）

土地の状況 更地

226.14㎡（境界確定済 ※1）

所 在 地
( 地 番 ) 京都市左京区田中関田町34番11

土
地

地積
226.14㎡

建
物

主である建物の
家屋番号

物 件 明 細
物 件 番 号 1号物件

予 定 価 格 7,599万円
※予定価格は、地下埋設物による影響を考慮した価格です。

登録免許税（概算額） 土地：約50万円
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○

○

○

○

○

○

○

○

※1

日時

入札物件は、京都府マルチハザード情報提供システムにおいて、浸水深2.0ｍ～3.0ｍ未満の洪水浸水想定区域
及び家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）に該当します。なお、土砂災害警戒区域等には該当していません。

入札物件の前面道路の一部は、本市が収集する家庭ごみの集積場所として利用されています。事業の実施に当
たって集積場所の変更などが必要な場合は、町内会等と調整のうえ、環境政策局東部まち美化事務所（℡075-
722- 4345）と協議してください。

（お問合せ先 文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当 ℡075- 222- 3049）

現地見学会 有
①令和6年11月13日（水）午後3時から4時まで
②令和6年11月20日（水）午後3時から4時まで

留意事項

入札物件は、令和3年9月末までちびっこひろばとして使用されていました。

フェンスやブロック塀、遊具（すべり台、鉄棒、タイヤ等）、草木等を含めて現状有姿のまま売却します。解体・撤去
に要する費用は、落札者において負担するものとし、本市は負担しません。

土壌汚染調査及び地盤に関する調査は実施しておらず、土壌汚染の存在及び地盤の状態は不明です。

登記簿謄本、公図、住宅地図及び旧土地台帳等により地歴を調査したところ、左京区関田町ちびっこひろばとして
利用される前は水道局の寮が建設されていましたが、除却工事に係る資料等がなかったことから、地中レーダー
探査（3～2.2m間隔、ユーティリティスキャンスマートシステム使用）を実施しました。地中レーダー探査の結果、何
らかの埋設物及び入札物件内の水道メーターから水栓柱をつなぐ管状の埋設物があることが確認されました。事
業の実施に当たっては、落札者の負担で埋設物を撤去いただくことは可能ですが、事前に文化市民局地域自治
推進室（℡075- 222- 3049）へ御連絡ください。なお、試掘調査を実施しておらず、その他の地下埋設物（通常想定
される土地の利用を妨げるもので、地下に存するものをいう。）の存在を否定するものではありません。地歴の調
査に利用した資料及び地中レーダー探査の結果については、行財政局資産イノベーション推進室執務室内におい
て、閲覧に供します（詳細は4ページ）。

ブロック塀及びフェンスは本市所有ですが、ブロック塀についてはひび割れ等の経年劣化が進んでおり、継続して
の使用に耐えない可能性があります。必要に応じて、隣接者と調整のうえ、落札者の負担で早期に解体・撤去して
ください。また、北側及び西側ブロック塀については、隣接者所有の工作物（北側：34番19と34番20を隔てるブロッ
ク塀、西側：34番9と34番14を隔てるブロック塀、看板）が接続している箇所があります。詳細は、現地見学会にお
いて確認してください。また、事業の実施に当たっては、必要に応じて隣接者と協議してください。

一部、筆界特定制度により筆界特定した箇所が含まれています。筆界特定書については、文化市民局地域自治
推進室内において閲覧に供します（詳細は4ページ）。

北側境界については、北西隣接地（地番：34番20）の工作物（34番19と34番20を隔てるブロック塀）が筆界を越境し
ています。詳細は、現地見学会において確認してください。また、事業の実施に当たっては、必要に応じて隣接者
と協議してください。
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位置図（ １ 号物件）

売却地

京阪電気鉄道
鴨東線
出町柳駅
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参考写真（ １ 号物件）

撮影方向： 物件外の南側から北向き

撮影方向： 物件外の南東側から北西向き
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登記簿

実 測 会館

登記簿

現 況

電話番号

居住誘導区域(土砂災害特別警戒区域等は除く)

075- 222- 3558

075- 222- 4137

075- 222- 3130

状 況 電話番号

前面道路既存設備 あり 0800- 777- 3081

前面道路配管 あり 075- 841- 3127

前面道路配管 あり 075- 801- 7108

前面道路配管 あり 075- 315- 8942

約1,700m

約270m

約1,800m

約460m

約800m中 学 校

市バス 樫原塚ノ本町停留所 物件の北方

公
共
機
関

区 役 所 西京区役所 物件の北方

小 学 校 京都市立樫原小学校 物件の東方

ガ ス 都市ガス
大阪ガスネットワーク（株）
京滋事業部導管計画チーム

京都市立樫原中学校 物件の北方

交通
機関

鉄 道 阪急電鉄京都線 桂駅 物件の東方

バ ス

上 水 道 市営水道
京都市上下水道局水道部
水道管路管理センター給水工事課(北部担当)

下 水 道 公共下水
京都市上下水道局下水道部
きた下水道管路管理センター

文化財保護 周知の埋蔵文化財包蔵地：樫原遺跡（一般遺跡）
文化市民局文化芸術都市推進室
文化財保護課

供
給
処
理
施
設

施設の種類 内容等 お問合せ先

電 気 関西電力送配電（株）
関西電力送配電（株）
送配電コンタクトセンター

第一種低層住居専用地域

開発行為
500㎡以上の一団の土地で開発行為を行う場合は、
開発行為に関する許可が必要となります。
宅地造成等工事規制区域

都市計画局都市景観部
開発指導課

屋外広告物 第2種地域
都市計画局都市景観部
広告景観づくり推進課

10ｍ高度地区

眺 望 景 観

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限

種 類 内 容

都市計画局都市企画部
都市計画課

なし

075- 222- 3474
景 観 保 全 山ろく型建造物修景地区 西部地区

075- 222- 3505

用 途 地 域

宅地

防 火 指 定

土地の状況

遠景デザイン保全区域(4)、(11)、(49)

立地適正化計画の区域

都市計画局都市景観部
景観政策課

敷地面積の最低限度 100㎡

区 域 区 分 市街化区域

1階 87.48㎡ 2階 91.48㎡

近畿圏整備法

建 ぺ い 率 50％（用途地域による）

近郊整備区域

建物付

容 積 率 80％

高 度 指 定

1番61

お問合せ先

120.28㎡（境界確定済）

接面道路の状況 南側 【種別】市道（樫原10号線）（建築基準法第42条第1項第3号道路） 【幅員】約6m 【舗装】あり 【高低差】± 0m

私 道 負 担 なし

鉄骨造スレートぶき2階建

宅地
床面積（公簿）

登録免許税（概算額）

構 造

所 在 地
( 地 番 ) 京都市西京区樫原塚ノ本町1番61

土
地

地積
120.28㎡

建
物

主である建物の
家屋番号

土地：約22万円、建物：約8万円

種 類

地目

物 件 明 細
物 件 番 号 2号物件

予 定 価 格 2,050万円
※予定価格は、建物及び浄化槽等の解体撤去費を考慮した価格です。
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

日時

ガス管については、経路調査を実施し、建物の解体工事着工前にガス管撤去（側溝カット）の処置が必要であるこ
とを確認しています。

既存建物の詳細図面及び建築基準法第12条第2項及び第4項の規定による定期点検の結果については、行財政
局資産イノベーション推進室執務室内において、電子媒体の貸し出しを行います（詳細は5ページ）。

入札物件は、京都府マルチハザード情報提供システムにおいて、ため池浸水深50cm未満の洪水浸水想定区域に
該当します。なお、土砂災害警戒区域等には該当していません。

（お問合せ先 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 ℡075- 222- 3419）

現地見学会 有
①令和6年11月14日（木）午後1時から2時まで
②令和6年11月21日（木）午前10時から11時まで

建物外周の北側に、屋外物置2台が設置されていますが、当該物置は引渡しまでに撤去します。隣接地において
も、屋外物置1台が設置されていますが、入札物件の引渡しまでに撤去します。

入札物件は、平成11年度まで「樫原児童館及び子供と婦人の家」として使用し、以降は、西京区社会福祉協議会や
地元の南樫原自治会による地域活動等による使用のため、令和4年9月まで貸付を行い活用していました。
また、令和6年2月までは東側の隣接地（地番：1番74）（以下、「隣接地」という。）を含む1筆の土地でしたが、令和6
年2月に分筆を行っているため、現在は、2筆に跨り建物が存在しています。

建物、廃止した浄化槽及び草木等を含めて現状有姿のまま売却します。解体・撤去に要する費用は、落札者にお
いて負担するものとし、本市は負担しません。
また、建物等の解体・撤去については、隣接地部分を含めて、引渡し後12箇月以内に完了してください。（建物の除
却を行う際は、事前に、保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課（℡075- 222- 3419）と十分に協
議してください。）

土壌汚染調査及び地盤に関する調査は実施しておらず、土壌汚染の存在及び地盤の状態は不明です。

登記簿謄本、公図、住宅地図及び旧土地台帳等により地歴を調査したところ、「樫原児童館及び子供と婦人の家」
建設前は、民間事業者の厚生施設として使用後、本市に寄付された建物が存在していましたが、当該建物の除去
工事に係る資料等がなかったことから、地中レーダー探査（2～3ｍ間隔、ユーティリティスキャンスマートシステム使
用）を実施しました。地中レーダー探査の結果、建物外周の北側及び南側に何らかの管状の埋設物があることが
確認されました。また、建物外周の北側に廃止済の浄化槽が埋設されています。なお、試掘調査を実施しておら
ず、その他の地下埋設物（通常想定される土地の利用を妨げるもので、地下に存するものをいう。）の存在を否定
するものではありません。地歴の調査に利用した資料及び地中レーダー探査の結果については、行財政局資産イ
ノベーション推進室執務室内において、閲覧に供します（詳細は4ページ）。

留意事項

隣接地については、建物の解体・撤去後に南樫原自治会により集会所が建設される予定です。

下水管については、引き込み管がないため、敷地までの引き込み管を設置するための工事が必要です。

浄化槽は、既に廃止しているものですが、詳細は不明です。
なお、昭和55年に現在の建物を建築した際に設置し使用されていたものですが、入札物件地域において、昭和63
年6月に下水管の供用が開始となったことから、同時期には廃止されていたものと推測されます。浄化槽の図面に
ついては、昭和55年に現在の建物を建築する際の建築図面において確認できるものがあるため、行財政局資産イ
ノベーション推進室執務室内において、電子媒体の貸し出しを行います（詳細は5ページ）。

建物のアスベストに関する調査は実施しておりませんが、昭和54年度の新築工事設計図において、軒天、内装工
事部分において「石綿」の記載があるため、現況施設にアスベストが存在する可能性があります。

所有権の移転を受けた日から建物の解体・撤去完了日までの期間において、本市が所有する隣接地の借受けが
必要となります。なお、貸付けに伴う貸付料については、免除の対象とします。

上下水及びガスの配管について、入札物件に隣接する家屋との共用状況は不明のため、解体工事着手前に隣接
する家屋の保有者と配管の状況や家屋調査の希望について、十分に確認・調整のうえ落札者の負担で解体工事
に着手してください。
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売却条件等（ ２ 号物件）

２ 号物件(以下「 入札物件」 という 。 )に関しては、以下の条件を遵守したう え

で、 入札に参加してく ださい。

１ 建物の解体について

⑴ 落札者は、 本件土地の引渡し後から１ ２ 箇月以内に、 落札者の負担によ

り 、 本件土地及び東側の隣接地（ 京都市西京区樫原塚ノ 本町１ 番７ ４ （ 以

下「 隣接地」 という 。）） に跨り 存する建物（ 以下「 既存建物」 という 。） 及

び隣接地に存するその他一切の定着物を解体撤去しなければなり ません。

このとき、本件土地及び隣接地の定着物、既存建物の付属物その他一切の

残置物について、京都市は、所有権を主張せず、買受人の負担により 、買受

人がこれを処分することに異議を申し立てないものとします。

⑵ 落札者は、解体工事の着手前に、その施工業者、施工内容及び施工期間等

について書面により 京都市に報告し 、 確認を受けなければなり ません。

⑶ 落札者は、 既存建物等の解体撤去を完了したときは、 滅失登記を添えて、

速やかに京都市に報告し 、京都市が指定する職員による確認を受けなければ

なり ません。

⑷ 落札者は、所有権の移転を受けた日から⑶の確認を受ける日までの期間に

おいて、隣接地の貸付けを受けるため京都市公有財産規則第２ ７ 条第１ 項に

基づく 借受けの申込み及び京都市公有財産及び物品条例第２ 条第４ 項に係

る免除の申し出を行う ものとします。

２ 土地転得者への承継について

落札者は、入札物件の所有権を第三者に移転する場合は、上記１ に定める義

務を当該第三者に履行させなければなり ません。

３ 違約金の請求について

本市の承諾を得ることなく 、 上記１ 及び２ に規定する制限等に違反した場

合には、 売買代金の３ 割に相当する額の違約金を請求します。

※ 売却条件等に係る詳細は、 京都市ホームページに掲載している契約書(案)
を御参照く ださい。
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位置図（ ２ 号物件）

売却地

樫
原
公
園
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参考写真（ ２ 号物件）

撮影方向： 物件外の南東側から北西向き

撮影方向： 物件外の北東側から南西向き

23



登記簿

実 測

登記簿

現 況

電話番号

075- 222- 3558

075- 222- 4137

075- 222- 3130

状 況 電話番号

前面道路既存設備 あり 0800- 777- 3081

前面道路配管 あり 075- 672- 3507

前面道路配管 あり 075- 672- 7787

前面道路配管 あり 075- 315- 8942

約770m

約300m

約2,500m

約1,100m

約1,100m

雑種地

公
共
機
関

区 役 所 南区役所 物件の南西方

小 学 校 京都市立凌風小中学校 物件の南西方

中 学 校 京都市立凌風小中学校 物件の南西方

交通
機関

鉄 道 ＪＲ東海道本線 京都駅 物件の北西方

バ ス 市バス 河原町八条停留所 物件の北西方

下 水 道 公共下水
京都市上下水道局下水道部
みなみ下水道管路管理センター

ガ ス 都市ガス
大阪ガスネットワーク（株）
京滋事業部導管計画チーム

供
給
処
理
施
設

施設の種類 内容等 お問合せ先

電 気 関西電力送配電（株）
関西電力送配電（株）
送配電コンタクトセンター

上 水 道 市営水道
京都市上下水道局水道部
水道管路管理センター給水工事課（南部担当）

屋外広告物
【JR奈良線から100mまで】第5種地域、屋外広告物
等に関する条例第11条第1項第6号に規定する区域
【JR奈良線から100m超】第5種地域

都市計画局都市景観部
広告景観づくり推進課

文化財保護 周知の埋蔵文化財包蔵地：平安京跡（特別一般遺跡）
文化市民局文化芸術都市推進室
文化財保護課

都市計画局都市景観部
景観政策課

075- 222- 3474
景 観 保 全 市街地型美観形成地区

開発行為
500㎡以上の一団の土地で開発行為を行う場合は、開発行
為に関する許可が必要となります。
宅地造成等工事規制区域

都市計画局都市景観部
開発指導課

防 火 指 定 準防火地域

近畿圏整備法 既成都市区域

眺 望 景 観
近景デザイン保全区域（47）、遠景デザイン保全区域
（4）- 3km以内、（11）、（49）

立地適正化計画の区域 都市機能誘導区域、居住誘導区域（土砂災害特別警戒区域等は除く）

都市計画局都市企画部
都市計画課

075- 222- 3505

用 途 地 域 近隣商業地域、特別用途地区京都駅東南部等文化
芸術まちづくり推進地区

建 ぺ い 率 80％（用途地域による）

容 積 率 400％

高 度 指 定 20ｍ第4種高度地区

接面道路の状況
北側 【種別】市道（南第三緯5号線）（建築基準法第42条第1項第1号道路） 【幅員】約6.0m 【舗装】あり 【高低差】± 0m
東側 【種別】市道（南第三経2号線）（建築基準法第42条第1項第1号道路） 【幅員】約6.0m 【舗装】あり 【高低差】± 0m

私 道 負 担 なし

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限

種 類 内 容 お問合せ先

区 域 区 分 市街化区域

種 類

地目
構 造

宅地
床面積（公簿）

土地の状況 更地

370.02㎡（境界確定済）

所 在 地
( 地 番 ) 京都市南区東九条北河原町27番3

土
地

地積
370㎡

建
物

主である建物の
家屋番号

物 件 明 細
物 件 番 号 3号物件

予 定 価 格 9,584万円
※予定価格は、地下埋設物による影響を考慮した価格です。

登録免許税（概算額） 土地：約48万円
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

日時

入札物件は、京都府マルチハザード情報提供システムにおいて、浸水深1.0m～2.0m未満の洪水浸水想定区域に
該当します。なお、土砂災害警戒区域等には該当していません。

（お問合せ先　保健福祉局生活福祉部生活福祉課　℡075-251-1175）

現地見学会 有
①令和6年11月13日（水）午前9時30分から10時30分まで
②令和6年11月20日（水）午前9時30分から10時30分まで

留意事項

入札物件は、児童遊園として使用されていましたが、平成12年3月13日に遊具を撤去、平成13年から平成28年ま
で東九条老人福祉センターの活動で園芸に使用し、令和4年12月から令和7年3月末まで、一部、駐車場として有
償賃貸借を行っています。

地中に埋設されている防火水槽や土地を囲むフェンス及び塀、砂場跡、街路灯等を含めて現状有姿のまま売却し
ます。解体・撤去に要する費用は、落札者において負担するものとし、本市は負担しません。

土壌汚染調査及び地盤に関する調査は実施しておらず、土壌汚染の存在及び地盤の状態は不明です。

登記簿謄本、公図、住宅地図及び旧土地台帳等により地歴を調査したところ、児童遊園として開園する前は、工
場、住宅及びアパートらしき建造物が建っていたように見受けられますが、除去工事に係る資料等がなかったこと
から、地中レーダー探査（0.5～1.5ｍ間隔、ユーティリティスキャンスマートシステム使用）を実施しました。地中レー
ダー探査の結果、入札物件の北側に防火水槽が埋設されていること、南東部の給水栓跡周辺に管状の埋設物が
あること、東側に層状の埋設物があることが確認されました。なお、試掘調査は実施しておらず、その他の地下埋
設物（通常想定される土地の利用の妨げとなるもので、地下に存するものをいう。）の存在を否定するものではあり
ません。地歴の調査に利用した資料及び地中レーダー探査の結果については、行財政局資産イノベーション推進
室執務室内において、閲覧に供します（詳細は4ページ）。

隣接地（地番：25番5、26番3）との境界について、隣接地のコンクリート構造物と入札物件のフェンス基礎が接続し
ています。また、隣接地（26番3）との境界について、隣接地と入札物件双方の擁壁が一部一体となっています。事
業の実施に当たっては、必要に応じて隣接者と協議してください。

入札物件には、防火水槽及び標識が設置されています。
防火水槽については、防災水利計画上、必須ではなく、残置を条件としません。落札者の負担によって解体・撤去
が可能ですが、撤去に当たっては自治会をはじめとした近隣住民と協議し、適切に対応してください。

令和7年3月31日まで有償賃貸借中のため、契約締結期間は令和7年4月1日から4月28日までとなります。

なお、防火水槽を撤去する場合は、撤去前に所轄の消防署（本資料作成時点：南消防署）に廃止の報告が必要で
あるほか、撤去手法は、原則、埋め戻しではなく完全撤去が必要です。また、水槽内の水を廃棄する際には京都
市上下水道局と取扱いについて調整が必要です。水槽内の汚泥やコンクリート躯体等の処分にあたっては廃棄物
処理法等の関係法令を遵守してください。その他、防火水槽の標識表示や、前面道路上の防火水槽に係る規制表
示のペイント塗装の撤去、防火水槽を原因とする駐車禁止規制の解除手続き等が必要になりますので、防火水槽
に関する表示の削除等について、京都府公安委員会・京都府警や道路管理者（本市）と調整のうえ、落札者負担
にて実施いただく必要があります。

入札物件の北西部に街路灯が1灯設置されています。現在、所有者である本市が電気料金（関西電力：定額電灯
契約）を負担していますが、前記のとおり、街路灯の所有権も落札者に移転しますので、所有権移転後、本市で電
気料金を負担することはできません。設置を継続する場合は落札者において電力供給契約を締結いただくか、廃
止する場合は落札者において廃止に必要な手続き及び費用負担をしていただく必要がありますので、あらかじめ
御留意ください。廃止に当たっては自治会をはじめとした近隣住民と協議し、適切に対応してください。

訂正版
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売却条件等（ ３ 号物件）

３ 号物件(以下「 入札物件」 という 。 )に関しては、以下の条件を遵守したう え

で、 入札に参加してく ださい。

１ 売却時期について

令和７ 年３ 月 31日まで有償賃貸借中のため、 契約は令和７ 年４ 月１ 日から

令和７ 年４ 月 28日までの間に行っていただく 必要があり ます。
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位置図（ ３ 号物件）

売却地
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参考写真（ ３ 号物件）

撮影方向： 物件外の北西側から南東向き 撮影方向： 物件外の北東側から南西向き

撮影方向： 物件外の東側から西向き 撮影方向： 物件外の東側から 西向き

撮影方向： 物件外の南東側から北西向き 撮影方向： 物件外の南側から 北向き
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参考写真（３号物件） 
 

 撮影方向：物件外の北側から南向き    撮影方向：物件外の北側から南向き  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影方向：物件内の北東側から南西向き   撮影方向：物件内の南東側から北西向き 
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登記簿

実 測

登記簿

現 況

電話番号

居住誘導区域(土砂災害特別警戒区域等は除く)

075- 222- 3558

075- 222- 4137

075- 222- 3130

状 況 電話番号

前面道路既存設備 あり 0800- 777- 3081

前面道路配管 あり 075- 672- 3511

前面道路配管 あり 075- 672- 7787

前面道路配管 あり 075- 315- 8942

約600m

約260m

約2km

約1.7km

約1.4km

宅地

公
共
機
関

区 役 所 伏見区役所 深草支所 物件の東方

小 学 校 京都市立藤ノ森小学校 物件の東方

中 学 校 京都市立藤森中学校 物件の北東方

交通

機関

鉄 道 近鉄京都線 伏見駅 物件の南東方

バ ス 市バス 西墨染通駅 物件の東方

下 水 道 公共下水
京都市上下水道局下水道部
みなみ下水道管路管理センター

ガ ス 都市ガス
大阪ガスネットワーク（株）
京滋事業部導管計画チーム

供
給
処
理
施
設

施設の種類 内容等 お問合せ先

電 気 関西電力送配電（株） 関西電力送配電（株）
送配電コンタクトセンター

上 水 道 市営水道
京都市上下水道局水道部
水道管路管理センター給水工事課(南部担当)

屋外広告物
第5種地域、屋外広告物等に関する条例第11条第1
項第6号に規定する区域

都市計画局都市景観部
広告景観づくり推進課

文化財保護 周知の埋蔵文化財包蔵地ではありません。 文化市民局文化芸術都市推進室
文化財保護課

都市計画局都市景観部
景観政策課

075- 222- 3474
景 観 保 全 町並み型建造物修景地区

開発行為
500㎡以上の一団の土地で開発行為を行う場合は、開発行
為に関する許可が必要となります。
宅地造成等工事規制区域

都市計画局都市景観部
開発指導課

防 火 指 定 準防火地域

近畿圏整備法 近郊整備区域

眺 望 景 観 なし

立地適正化計画の区域

都市計画局都市企画部
都市計画課

075- 222- 3505

用 途 地 域 第一種住居地域

建 ぺ い 率 60％(用途地域による)

容 積 率 200％

高 度 指 定 20m第2種高度地区

接面道路の状況 南側 【種別】私道（建築基準法第42条第2項道路） 【幅員】約3.9m 【舗装】あり 【高低差】± 0m

私 道 負 担 あり（約13㎡）

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限

種 類 内 容 お問合せ先

区 域 区 分 市街化区域

種 類

地目
構 造

宅地
床面積（公簿）

土地の状況 更地

126.34㎡（境界確定済）

所 在 地
( 地 番 ) 京都市伏見区深草加賀屋敷町21番18

土
地

地積
126.34㎡

建
物

主である建物の
家屋番号

物 件 明 細
物 件 番 号 4号物件

予 定 価 格 1,365万円
※予定価格は、地下埋設物による影響を考慮した価格です。

登録免許税（概算額） 土地：約9万円
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○

○

○

○

○

○

○

日時

入札物件は、京都府マルチハザード情報提供システムにおいて、浸水深0.5m未満の洪水浸水想定区域に該当し
ます。なお、土砂災害警戒区域等には該当していません。

入札物件の南側には排水桝があります。現在は使用されていないため、落札者の負担で撤去可能です。

（お問合せ先 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 ℡075- 222- 4018）

現地見学会 有
①令和6年11月13日（水）午前11時から正午まで
②令和6年11月22日（金）午後3時から4時まで

留意事項

入札物件は、本市が取得した昭和57年以降、現状のとおり一部フェンスで囲まれた状態で本市が維持管理を行っ
てきました。

敷地内フェンス等を含めて現状有姿のまま売却します。解体・撤去に要する費用は、落札者において負担するも
のとし、本市は負担しません。

土壌汚染調査及び地盤に関する調査は実施しておらず、土壌汚染の存在及び地盤の状態は不明です。

登記簿謄本、公図、住宅地図及び旧土地台帳等により地歴を調査したところ、本市が取得する以前は民家でした
が、除却工事に係る資料等がなかったことから、地中レーダー探査（2ｍ間隔、ユーティリティスキャンスマートシス
テム使用）を実施しました。地中レーダー探査の結果、管状の埋設物があることが確認されました。これは、一般
住居用の排水管と考えられますが、現在は使用されていません。事業の実施に当たっては、落札者の負担で埋設
管を撤去することが可能です。なお、試掘調査を実施しておらず、その他の地下埋設物（通常想定される土地の利
用を妨げとなるもので、地下に存するものをいう。）の存在を否定するものではありません。地歴の調査に利用した
資料及び地中レーダー探査の結果については、行財政局資産イノベーション推進室内において、閲覧に供します
（詳細は4ページ）。

入札物件東側の隣接地（地番：21番19）から、ガスメーターが越境している箇所があり、雨どい及び屋根の一部が
空中越境しています。詳細は、現地見学会において確認してください。また、事業の実施に当たっては、必要に応
じて隣接者と協議してください。
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売却条件等（ ４ 号物件）

４ 号物件 以下「 入札物件」 という 。 に関しては、以下の条件を遵守したう え

で、 入札に参加してく ださい。

１ 住宅を建築する場合の仕様について

本市では、 京都市地球温暖化対策計画や京都市住宅マスタ ープランにおい

て、省エネルギー性能が高い新築住宅の普及を促進しています。この取組の一

環として、住宅を建築する場合は、Ｚ Ｅ Ｈ又はＺ Ｅ Ｈ－Ｍの建築物としなけれ

ばなり ません。

２ 土地転得者への承継について

入札物件の所有権を第三者に移転する場合は、上記１ に定める義務を当該第

三者に履行させなければなり ません。

３ 違約金の請求及び買戻し特約の登記について

本市の承諾を得ることなく 、上記１ に規定する条件に違反した場合には、売

買代金の３ 割に相当する額の違約金を請求します。また、所有権が移転した日

から起算して、１ ０ 年間の買戻しの特約を設定し 、同特約の登記を行います。

※ 売却条件等に係る詳細は、 京都市ホームページに掲載している契約書 案

を御参照く ださい。
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位置図（ ４ 号物件）

売却地
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参考写真（ ４ 号物件）

撮影方向： 物件外の南側から北向き 撮影方向： 物件内の北東側から南西向き

撮影方向： 物件内の北西側から南東向き 撮影方向： 東隣家越境箇所 屋根の一部

撮影方向： 東隣家越境箇所（ ｶ゙ ｽﾒ ﾀー ）ー
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登記簿

実 測 事務所

登記簿

現 況

電話番号

なし

075- 222- 3558

075- 222- 4137

075- 222- 3130

状 況 電話番号

前面道路既存設備 あり 0800- 777- 3081

前面道路配管 あり 075- 841- 3127

前面道路配管 あり 075- 672- 7787

前面道路配管 あり 075- 315- 8942

約1,000m

約100m

約1,000m

約800m

約2,100m

公
共
機
関

区 役 所 右京区役所 物件の北方

小 学 校 京都市立葛野小学校 物件の南東方

中 学 校 京都市立西京極中学校 物件の南東方

交通
機関

鉄 道 地下鉄東西線 太秦天神川駅 物件の北方

バ ス 市バス 京都外大前 物件の東方

下 水 道 公共下水
京都市上下水道局下水道部
みなみ下水道管路管理センター

ガ ス 都市ガス 大阪ガスネットワーク（株）
京滋事業部導管計画チーム

供
給
処
理
施
設

施設の種類 内容等 お問合せ先

電 気 関西電力送配電（株） 関西電力送配電（株）
送配電コンタクトセンター

上 水 道 市営水道
京都市上下水道局水道部
水道管路管理センター給水工事課（北部担当）

都市計画局都市景観部
開発指導課

屋外広告物
【四条通から25mまで】沿道型第4種地域
【四条通から25m超】第5種地域

都市計画局都市景観部
広告景観づくり推進課

文化財保護 周知の埋蔵文化財包蔵地ではありません。
文化市民局文化芸術都市推進室
文化財保護課

都市計画局都市景観部
景観政策課

075- 222- 3474
景 観 保 全 山並み背景型建造物修景地

075- 222- 3505

用 途 地 域 工業地域

60％(用途地域による)

容 積 率
【四条通から25ｍまで】400％
【四条通から25ｍ超】300％

31ｍ第9種高度地区

眺 望 景 観 遠景デザイン保全区域(4)、(11)、(49)

立地適正化計画の区域

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限

種 類 内 容

開発行為
500㎡以上の一団の土地で開発行為を行う場合は、開発行
為に関する許可が必要となります。
宅地造成等工事規制区域

お問合せ先

区 域 区 分 市街化区域

都市計画局都市企画部
都市計画課

準防火地域

近畿圏整備法

建 ぺ い 率

既成都市区域

防 火 指 定

高 度 指 定

接面道路の状況
北側 【種別】府道（嵐山西院線）（建築基準法第42条第1項第1号道路） 【幅員】約22.0m 【舗装】あり 【高低差】± 0m
東側 【種別】市道（葛野西経4号線）（建築基準法第42条第1項第1号道路） 【幅員】約9.5m 【舗装】あり 【高低差】± 0m

私 道 負 担 なし

地目
構 造

宅地

土地の状況

2,903.41㎡

建
物

主である建物の
家屋番号

31番3

2,903.41㎡（境界確定済）

宅地

物 件 明 細
物 件 番 号 5号物件

予 定 価 格 10億2,360万円
※予定価格は、建物等の解体撤去費を考慮した価格です。

建物付

所 在 地
( 地 番 ) 京都市右京区西院西貝川町31番3

土
地

地積

登録免許税（概算額） 土地：約760万円、建物：約109万円

種 類

鉄筋コンクリート造陸屋根平家建

床面積（公簿）

355.39㎡
附属建物あり(詳細はホームページに掲
載している「建物平面図」等を御参照く
ださい。）
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○

○

○

○

○

○

○

○

日時

入札物件は、京都府マルチハザード情報提供システムにおいて、浸水深0.5m～1m未満の洪水浸水想定区域に該
当します。なお、土砂災害警戒区域等には該当していません。

（お問合せ先 建設局みどり政策推進室 ℡075- 222- 4114）

現地見学会 有
①令和6年11月15日（金）午前10時から11時まで
②令和6年11月22日（金）午前10時から11時まで

入札物件は、昭和33年頃は本市アスファルト合材所として使用され、その後増改築を経ながら本市執務室等として
使用し、平成22年4月から令和5年5月までは北部みどり管理事務所として使用されていました。
附属建物6については、平成16年3月にまち美化事務所関連施設として建築され、令和6年9月末まで、会議室とし
て使用されていました。
また、附属建物7については、平成9年5月に西院証明書発行コーナーとして開設され、令和4年3月まで使用されて
いました。

建物、ブロック塀、草木、貯水用地、水準点等を含めて現状有姿のまま売却します。解体・撤去に要する費用は、落
札者において負担するものとし、本市は負担しません。

土壌汚染調査及び地盤に関する調査は実施しておらず、土壌汚染の存在及び地盤の状態は不明です。

登記簿謄本、公図、住宅地図及び旧土地台帳等により地歴を調査したところ、平成14年頃まで車庫があった場所
について、除去工事に係る資料等が確認できなかったことから、地中レーダー探査（2ｍ間隔、ユーティリティスキャ
ンスマートシステム使用）を実施しました。地中レーダー探査の結果、管状の埋設物がある箇所が2箇所あることが
確認されました。周囲の上下水道、ガス、電気管との引き込み状況を確認しましたが、現在使用されている埋設管
であることは確認できませんでした。事業の実施に当たり、埋設管の撤去又は移設を要する場合は、南側隣接地
（地番：31番1）を所有する建設局建設総務課（℡075- 222- 3545）と必要に応じて協議してください。また、当該地は
近代京都オーバーレイマップから、全体的に昭和10年以前は御室川の河川敷であり、地中深くに構造物が残地さ
れている可能性があります。なお、試掘調査を実施しておらず、その他の地下埋設物（通常想定される土地の利用
の妨げとなるもので、地下に存するものをいう。）の存在を否定するものではありません。埋設管及びその他の地下
埋設物の撤去に要する費用は、落札者において負担するものとし、本市は負担しません。地歴の調査に利用した
資料及び地中レーダー探査の結果については、行財政局資産イノベーション推進室執務室内において、閲覧に供
します（詳細は4ページ）。

敷地南西角部分について、敷地西端及び南端に沿う形で隣接地（地番：31番1）に電線が2本越境しています。この
電線は、敷地建物への電気引き込み線ですが、売却後の継続使用はせず撤去し、落札者において別途引き込み
を行ってください。電線の撤去及び引き込みに要する費用は、落札者において負担するものとし、本市は負担しま
せん。詳細は、現地見学会において確認してください。事業の実施に当たって、必要に応じて南側隣接地（地番：31
番1）を所有する建設局建設総務課（℡075- 222- 3545）と協議してください。

留意事項

建物のアスベストに関する調査は実施しておらず、アスベストの存在は不明です。

既存建物の詳細図面については、行財政局資産イノベーション推進室内において、電子媒体の貸し出しを行いま
す（詳細は5ページ）。
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位置図（ ５ 号物件）

売却地
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参考写真（ ５ 号物件）

撮影方向： 物件中心部から北西向き（ 主建物） 撮影方向： 物件中心部から南西向き（ 附属１ ）

撮影方向： 物件南側から西向き（ 附属２ ） 撮影方向： 物件中心部から北東向き（ 附属３ ）

撮影方向： 物件北側から東向き（ 附属４ ） 撮影方向： 物件中心部から南東向き（ 附属５ ）

撮影方向： 物件東側から西向き（ 附属６ ） 撮影方向： 物件東側から西向き（ 附属７ ）
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登記簿

実 測

登記簿

現 況

電話番号

居住誘導区域(土砂災害特別警戒区域等は除く)

075- 222- 3558

075- 222- 4137

075- 222- 3130

状 況 電話番号

前面道路既存設備 あり 0800- 777- 3081

前面道路配管 あり 075- 672- 3511

前面道路配管 あり 075- 672- 7787

前面道路配管 あり 075- 315- 8942

約300m

約140m

約3,100m

約1,500m

約1,500m

物 件 明 細
物 件 番 号 6号物件

予 定 価 格 9,654万円
※予定価格は、地下埋設物による影響を考慮した価格です。

登録免許税（概算額） 土地：約72万円

所 在 地
( 地 番 ) 京都市東山区福稲下高松町51番１

土
地

地積
709.81㎡

建
物

主である建物の
家屋番号

種 類

地目
構 造

宅地
床面積（公簿）

土地の状況 更地

709.81㎡（境界確定済）

接面道路の状況
南側 【種別】市道(河原町十条観月橋線)(建築基準法第42条第1項第1号道路)

【幅員】約8m 【舗装】あり 【高低差】± 0m

私 道 負 担 なし

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限

種 類 内 容 お問合せ先

区 域 区 分 市街化区域

都市計画局都市企画部
都市計画課

075- 222- 3505

用 途 地 域 準工業地域

建 ぺ い 率 60%(用途地域による)

容 積 率 200%

高 度 指 定 20m第3種高度地区

防 火 指 定 準防火地域

近畿圏整備法 既成都市区域

眺 望 景 観
近景デザイン保全区域（21- 1）、遠景デザイン保全区
域（11）、事前協議区域（21- 1）

立地適正化計画の区域

都市計画局都市景観部
景観政策課

075- 222- 3474
(事前協議区域につ

いては075- 222-
3397)景 観 保 全 町並み型建造物修景地区

開発行為
500㎡以上の一団の土地で開発行為を行う場合は、開発行
為に関する許可が必要となります。
宅地造成等工事規制区域

都市計画局都市景観部
開発指導課

屋外広告物 第6種地域
都市計画局都市景観部
広告景観づくり推進室

文化財保護 周知の埋蔵文化財包蔵地ではありません。 文化市民局文化芸術都市推進室
文化財保護課

供
給
処
理
施
設

施設の種類 内容等 お問合せ先

電 気 関西電力送配電（株）
関西電力送配電（株）
送配電コンタクトセンター

上 水 道 市営水道
京都市上下水道局水道部
水道管路管理センター給水工事課(南部担当)

下 水 道 公共下水
京都市上下水道局下水道部
みなみ下水道管路管理センター

ガ ス 都市ガス
大阪ガスネットワーク（株）
京滋事業部導管計画チーム

交通
機関

鉄 道 京阪本線 鳥羽街道駅 物件の東方

バ ス 市バス 十条相深町 物件の東方

公
共
機
関

区 役 所 東山区役所 物件の北北東方

小 学 校 京都市立東山泉小学校 物件の北東方

中 学 校 京都市立東山泉中学校 物件の北東方

宅地
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

日時

入札物件は、京都府マルチハザード情報提供システムにおいて、浸水深1.0ｍ～2.0ｍ未満の洪水浸水想定区域に
該当します。なお、土砂災害警戒区域等には該当していません。

入札物件南側の前面道路には口径200mmの都市ガス埋設管が敷設されていますが、入札物件への引込管はあり
ません。

（お問合せ先　建設局自転車政策推進室　℡075-222-3565）

現地見学会 有
①令和6年11月14日（木）午後3時30分から4時30分まで
②令和6年11月20日（水）午前11時から正午まで

留意事項

入札物件は、平成30年3月末まで撤去自転車等を保管する十条保管所として使用されていました。

フェンスや草木、電灯等を含めて現状有姿のまま売却します。解体・撤去に要する費用は落札者において負担する
ものとし、本市は負担しません。

土壌汚染調査及び地盤に関する調査は実施しておらず、土壌汚染の存在及び地盤の状態は不明です。

登記簿謄本、公図、住宅地図及び旧土地台帳等により地歴を調査したところ、本市が所有する以前は木造住宅が
建っていた経過がありますが、除去工事に係る資料等がなかったことから、地中レーダー探査（2m間隔、ユーティリ
ティスキャンスマートシステム使用）を実施しました。地中レーダー探査の結果、西側隣接地（地番：64番地）との境
界付近及び東側隣接地（地番：51番37）との境界付近それぞれに、管状の埋設物があることが確認されたほか、入
札物件の中心部からやや西側のところに何らかの層状の埋設物があることが確認されました。管状の埋設物に関
しては、周囲の上下水道、ガス、電気管からの引き込み状況を確認しましたが、現在使用されている埋設管である
ことは確認できませんでした。事業の実施に当たっては、これら埋設物を落札者の負担で撤去することは可能です
が、事前に建設局自転車政策推進室（℡075-222-3565）へ御連絡ください。なお、試掘調査を実施しておらず、そ
の他の地下埋設物（通常想定される土地の利用の妨げとなるもので、地下に存するものをいう。）の存在を否定す
るものではありません。地下埋設物の撤去に要する費用は、落札者において負担するものとし、本市は負担しませ
ん。地歴の調査に利用した資料及び地中レーダー探査の結果については、行財政局資産イノベーション推進室執
務室内において、閲覧に供します（詳細は4ページ）。

北側隣接地のコンクリート敷の一部及び北側隣接者（地番：61番4）所有の雨水桝の一部が入札物件へ越境してい
る箇所があります。入札物件における越境状況に関する詳細は、現地見学会において確認してください。

上記の地中レーダー探査で判明した埋設物と同一のものかは不明ですが、入札物件北側隣接地（地番：61番4）と
の境界付近から南方に向かってU字溝が埋設されており、入札物件に浸透した雨水が、当U字溝を伝って北側隣接
地内の雨水桝に流れ込んでいます。事業の実施に当たっては、落札者の負担で当U字溝を撤去する等、入札物件
上に生じた雨水が北側隣接地内の雨水桝に流れ込まないよう処理を行い、前面道路の公共下水道へ排水するよう
に措置を行ってください。

入札物件南側の前面道路には口径200mmの上水道埋設管が敷設されていますが、入札物件への引込管はありま
せん。

入札物件北西端に西側隣接地（地番：64番地）の境界を跨いで設置されているフェンスがあります。境界に基づき
本市敷地内に存する部分については本市所有となっていますが、事業の実施に当たっては、必要に応じて隣接者
と協議してください。

西側隣接地（地番：64番地）との境界を隔てる本市所有の擁壁（ブロック塀）の一部が西側隣接地へ一部越境して
おり、西側隣接者と「越境物に関する覚書」を締結しております。本覚書では、越境物の修繕又は更新工事若しくは
入札物件上に建物の新築等を行う場合は、当該越境物を撤去し、境界線を遵守するものとしており、落札者には本
覚書が承継されます。事業の実施に当たっては、必要に応じて隣接者と協議してください。「越境物に関する覚書」
については、建設局自転車政策推進室執務室内において、閲覧に供します（詳細は4ページ）。

東側隣接地（地番：51番5）との境界を隔てるブロック塀及びその控え壁は隣接者との共有物になります。事業の実
施に当たっては、必要に応じて隣接者と協議してください。

東側隣接地（地番：51番36）との境界を隔てる隣接者所有の金網フェンスの一部及びコンクリート基礎の一部が入
札物件に越境している箇所があります。事業の実施に当たっては、必要に応じて隣接者と協議してください。

訂正版
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売却条件等（ ６ 号物件）

６ 号物件(以下「 入札物件」 という 。 )に関しては、以下の条件を遵守したう え

で、 入札に参加してく ださい。

１ 用途の指定について

本市では、 京都市地球温暖化対策計画や京都市住宅マスタ ープランにおい

て、省エネルギー性能が高い新築住宅の普及を促進しています。この取組の一

環として、入札物件上には、Ｚ Ｅ Ｈの戸建て住宅を竣工しなければなり ません。

２ 西側隣接者と締結している「 越境物に関する覚書」 の承継について

西側隣接地（ 地番： 64 番地） との境界を隔てる本市所有の擁壁の一部が西

側隣接地へ越境しており 、西側隣接者と「 越境物に関する覚書」 を締結してお

り ます。本覚書では、越境物の修繕又は更新工事若し く は入札物件上に建物の

新築等を行う 場合は、当該越境物を撤去し 、境界線を遵守するものと しており 、

落札者には本覚書が承継されます。事業の実施に当たっては、既存の擁壁を撤

去し 、 新たに工作物を設置する際には境界線を遵守のう え設置してく ださい。

３ 土地転得者への承継について

入札物件の所有権を第三者に移転する場合は、上記１ 及び２ に定める義務を

当該第三者に履行させなければなり ません。

４ 違約金の請求及び買戻し特約の登記について

本市の承諾を得ることなく 、上記１ から３ に規定する制限等に違反した場合

には、売買代金の３ 割に相当する額の違約金を請求します。また、所有権が移

転した日から起算して、１ ０ 年間の買戻しの特約を設定し 、同特約の登記を行

います。

※ 売却条件等に係る詳細は、 京都市ホームページに掲載している契約書(案)
を御参照く ださい。
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位置図（ ６ 号物件）

売却地

京阪電気鉄道
京阪本線

鳥羽街道駅
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参考写真（ ６ 号物件）

撮影方向： 物件内の南側から北向き

撮影方向： 物件内の北西側から南東向き
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登記簿

実 測 事務所

登記簿

現 況

電話番号

居住誘導区域(土砂災害特別警戒区域等は除く)

075- 222- 3558

075- 222- 4137

075- 222- 3130

状 況 電話番号

前面道路既存設備 あり 0800- 777- 3081

前面道路配管 あり 075- 841- 3127

前面道路配管 あり 075- 801- 7108

前面道路配管 あり 075- 315- 8942

約1,100m

約180m

約800m

約80m

約1,300m

地目

物 件 明 細
物 件 番 号 7号物件

予 定 価 格 4,140万円
※予定価格は、建物等の解体撤去費を考慮した価格です。

登録免許税（概算額） 土地：約59万円、建物：約9万円

所 在 地
( 地 番 )

土
地

地積
214.46.㎡

建
物

主である建物の
家屋番号

110番

種 類

鉄骨造陸屋根2階建

宅地
床面積（公簿）

1階 123.16㎡ 2階 65.89㎡
附属建物あり(詳細はホームページに
掲載している「建物平面図」等を御参照
ください。）

土地の状況 建物付

宅地

214.46㎡（境界確定済）

構 造

接面道路の状況 西側 【種別】市道（大宮通）（建築基準法第42条第1項第１号道路） 【幅員】約5.5～8.5m 【舗装】あり 【高低差】± 0m

私 道 負 担 なし

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限

種 類 内 容 お問合せ先

区 域 区 分 市街化区域

都市計画局都市企画部
都市計画課

075- 222- 3505

用 途 地 域

【大宮通から25mまで】
近隣商業地域
【大宮通から25m超】
準工業地域、特別用途地区西陣特別工業地区

建 ぺ い 率
【大宮通から25mまで】80％(用途地域による)
【大宮通から25m超】60％(用途地域による)

容 積 率 200％

高 度 指 定 15ｍ第3種高度地区

防 火 指 定 準防火地域

近畿圏整備法 既成都市区域

眺 望 景 観 遠景デザイン保全区域（11）、（49）

立地適正化計画の区域

都市計画局都市景観部
景観政策課

075- 222- 3474
景 観 保 全

歴史遺産型美観地区
千両ヶ辻界わい景観整備地区

開発行為
500㎡以上の一団の土地で開発行為を行う場合は、開発行
為に関する許可が必要となります。
宅地造成等工事規制区域

都市計画局都市景観部
開発指導課

屋外広告物 歴史遺産型第2種地域
都市計画局都市景観部
広告景観づくり推進課

文化財保護 周知の埋蔵文化財包蔵地：上京遺跡（一般遺跡）
文化市民局文化芸術都市推進室
文化財保護課

供
給
処
理
施
設

施設の種類 内容等 お問合せ先

電 気 関西電力送配電（株）
関西電力送配電（株）
送配電コンタクトセンター

上 水 道 市営水道
京都市上下水道局水道部
水道管路管理センター給水工事課(北部担当)

下 水 道 公共下水
京都市上下水道局下水道部
きた下水道管路管理センター

ガ ス 都市ガス
大阪ガスネットワーク（株）
京滋事業部導管計画チーム

交通
機関

鉄 道 地下鉄烏丸線 今出川駅 物件の東方

バ ス 市バス 今出川大宮停留所 物件の南方

公
共
機
関

区 役 所 上京区役所 物件の南東方

小 学 校 物件の南西方

中 学 校 京都市立上京中学校 物件の南東方

京都市立西陣中央小学校

京都市上京区大宮通五辻下る観世町110番
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

日時

留意事項

入札物件は、平成29年10月まで大宮消防出張所として使用され、その後は令和元年8月から令和5年3月まで、総
合企画局における事業（西陣connect）の拠点として使用されていました。

建物、倉庫、カーブミラー等を含めて現状有姿のまま売却します。解体・撤去等に要する費用は、落札者において
負担するものとし、本市は負担しません。

土壌汚染調査及び地盤に関する調査は実施しておらず、土壌汚染の存在及び地盤の状態は不明です。

登記簿謄本、公図、住宅地図及び旧土地台帳等により地歴を調査したところ、大宮消防出張所建設前は少なくと
も明治25年から木造住宅密集地であったことを確認しておりますが、除去工事に係る資料等がなかったことから、
地中レーダー探査（0.2～1.4m間隔、ユーティリティスキャンスマートシステム使用）を実施しました。地中レーダー探
査の結果、入札物件内の地下埋設物（通常想定される土地の利用の妨げとなるもので、地下に存するものをい
う。）の存在は認められませんでした。なお、試掘調査を実施しておらず、入札物件の地下埋設物の存在を否定す
るものではありません。地歴の調査に利用した資料及び地中レーダー探査の結果については、行財政局資産イノ
ベーション推進室執務室内において、閲覧に供します（詳細は4ページ）。

建物のアスベストについては、平成25年10月に実施した指定調査機関による調査において、建物2階天井裏部分
の3箇所から試料を採取した結果、定性・定量分析の結果、飛散性アスベストが検出されています。また、建築図
面からは、柱等に飛散性アスベストが使用されている旨の記載を確認しています。アスベストの調査結果について
は、消防局総務部施設課執務室内において、閲覧に供します（詳細は5ページ）。

既存建物の詳細図面については、行財政局資産イノベーション推進室執務室内において、電子媒体の貸し出しを
行います（詳細は5ページ）。

入札物件北側から東側（倉庫まで）に続いているブロック塀が、北側及び北東側隣接地（地番：31番、731番1）に越
境しています。また、入札物件南側の隣家（地番：111番）の屋根及び樹木の枝葉が入札物件へ越境しています。
詳細は、現地見学会において確認してください。また、事業の実施に当たっては、必要に応じて隣接者と協議してく
ださい。

入札物件北側から東側（倉庫まで）に続いているブロック塀及び入札物件北西側及び南西側の塀は入札物件の一
部ですが、北側及び南側隣家（地番：31番、111番）に近接している状態です。なお、入札物件南側から東側（倉庫
まで）に続いている木製の塀は、南側隣接者（地番：111番）の所有物です。事業の実施に当たっては、必要に応じ
て隣接者と協議してください。

入札物件の前面道路の一部は、本市が収集する家庭ごみの集積場所として利用されています。事業の実施に当
たって、集積場所の変更などが必要な場合は、町内会等と調整のうえ、環境政策局東部まち美化事務所（℡075-
722- 4345）と協議してください。

入札物件は、京都府マルチハザード情報提供システムにおいて、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に
は該当していません。

入札物件北側には、前面道路に設置されている電柱の支線がありますが、落札者の負担で撤去可能です。事業
の実施に当たっては、関西電力送配電（株）と必要に応じて協議してください。

入札物件北西側に広報板が設置されていますが、大宮消防出張所における防火等の啓発を目的としたもので、現
在は利用されていないため、落札者の負担で撤去可能です。

（お問合せ先 消防局総務部施設課 ℡075- 212- 6644）

現地見学会 有
①令和6年11月13日（水）午後1時から2時まで
②令和6年11月20日（水）午後1時から2時まで
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位置図（ ７ 号物件）

売却地
京都市立

西陣中央小学校
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参考写真（ ７ 号物件）

撮影方向： 物件外の西側から東向き

撮影方向： 物件内の東側から南東向き

撮影方向： 物件内の東側から西向き
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登記簿

実 測 寄宿舎

登記簿

現 況

電話番号

居住誘導区域(土砂災害特別警戒区域等は除く)

075- 222- 3558

075- 222- 4137

075- 222- 3130

状 況 電話番号

前面道路既存設備 あり 0800- 777- 3081

前面道路配管 あり 075- 841- 3127

前面道路配管 あり 075- 801- 7108

前面道路配管 あり 075- 315- 8942

約160m

約230m

約950m

約450m

約600m

物 件 明 細
物 件 番 号 8号物件

予 定 価 格 1億1,500万円（税抜） 登録免許税（概算額） 土地：約105万円、建物：約41万円

所 在 地
( 地 番 ) 京都市右京区太秦蜂岡町36番4

土
地

地積
485.87㎡

建
物

主である建物の
家屋番号

36番4

種 類

地目
構 造 鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき3階建

宅地
床面積（公簿）

1階 171.99㎡ 2階 171.99㎡
3階 114.66㎡

土地の状況 建物付

485.87㎡（境界確定済）

接面道路の状況
南側 【種別】府道（花園停車場広隆寺線）（建築基準法第42条第1項第１号道路）

【幅員】約10m 【舗装】あり 【高低差】± 0m

私 道 負 担 なし

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限

種 類 内 容 お問合せ先

区 域 区 分 市街化区域

都市計画局都市企画部
都市計画課

075- 222- 3505

用 途 地 域 第一種住居地域

建 ぺ い 率
60％（用途地域による）
40％（風致地区による）

容 積 率 200％

高 度 指 定 15m第2種高度地区

防 火 指 定 準防火地域

近畿圏整備法 既成都市区域

眺 望 景 観 遠景デザイン保全区域（4）、（11）、（49）

立地適正化計画の区域

都市計画局都市景観部
風致保全課

075- 222- 3475
景 観 保 全 風致地区第5種地域

開発行為
500㎡以上の一団の土地で開発行為を行う場合は、開発行
為に関する許可が必要となります。
宅地造成等工事規制区域

都市計画局都市景観部
開発指導課

屋外広告物 第2種地域
都市計画局都市景観部
広告景観づくり推進課

文化財保護 周知の埋蔵文化財包蔵地：広隆寺旧境内（一般遺跡）
文化市民局文化芸術都市推進室
文化財保護課

供
給
処
理
施
設

施設の種類 内容等 お問合せ先

電 気 関西電力送配電（株） 関西電力送配電（株）
送配電コンタクトセンター

上 水 道 市営水道
京都市上下水道局水道部
水道管路管理センター給水工事課(北部担当)

下 水 道 公共下水
京都市上下水道局下水道部
きた下水道管路管理センター

ガ ス 都市ガス 大阪ガスネットワーク（株）
京滋事業部導管計画チーム

交通
機関

鉄 道 嵐電（京福）嵐山本線 太秦広隆寺駅 物件の南方

バ ス 市バス 太秦広隆寺前 物件の南西方

公
共
機
関

区 役 所 右京区役所 物件の南東方

小 学 校 京都市立太秦小学校 物件の南西方

中 学 校 京都市立太秦中学校 物件の南西方

宅地
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

日時
①令和6年11月15日（金）午後1時から2時まで
②令和6年11月21日（木）午後1時から2時まで

留意事項

入札物件は、平成6年7月に消防職員待機宿舎として開設され、令和6年9月末まで使用されていました。

建物やブロック塀、駐輪場等を含めて現状有姿のまま売却します。解体・撤去に要する費用は、落札者において負
担するものとし、本市は負担しません。

土壌汚染調査は実施しておらず、土壌汚染の存在は不明です。
地盤に関する調査は実施していませんが、消防職員待機宿舎新築工事に伴って平成5年2月に行われた地盤調査
におけるボーリング柱状図の結果については、消防局総務部施設課執務室内において、閲覧に供します（詳細は5
ページ）。

登記簿謄本、公図、住宅地図及び旧土地台帳等により地歴を調査したところ、太秦消防職員待機宿舎建設前は住
宅が建設されていた記録は確認できましたが、除却工事に係る資料等がなかったことから、地中レーダー探査（1～
2ｍ間隔、ユーティリティスキャンスマートシステム使用）を実施しました。地中レーダー探査の結果、管状の埋設物
がある箇所が3箇所確認されました。周囲の上下水道、ガス、電気管との引込み状況を確認したところ、いずれも現
在使用されている埋設管であることは確認できませんでした。事業の実施に当たっては、落札者の負担で埋設物を
撤去いただくことは可能ですが、事前に消防局総務部施設課（℡075- 212- 6644）へ御連絡ください。また、隣接者
（地番：3番7、3番9、36番8及び36番10）へも事前に御連絡のうえ、必要に応じて協議してください。なお、試掘調査
を実施しておらず、その他の地下埋設物（通常想定される土地の利用の妨げになるもので、地下に存するものをい
う。）の存在を否定するものではありません。地歴の調査に利用した資料及び地中レーダー探査の結果について
は、行財政局資産イノベーション推進室執務室内において、閲覧に供します（詳細は4ページ）。

建物のアスベストに関する調査は実施しておらず、アスベストの存在は不明です。

既存建物の詳細図面については、行財政局資産イノベーション推進室執務室内において、電子媒体の貸し出しを
行います。（詳細は5ページ）

入札物件は、京都府マルチハザード情報提供システムにおいて、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に
は該当していません。

入札物件東側には、電柱が1本設置されておりますが、落札者の負担で撤去可能です。事業の実施に当たっては、
関西電力送配電（株）と必要に応じて協議してください。

予定価格には土地価格だけではなく、建物価格が含まれておりますので、落札価格の建物価格相当分について、
消費税及び地方消費税相当額が別途かかります。予定価格の内訳比率は、土地94.6％、建物5.4％です。

（お問合せ先 消防局総務部施設課 ℡075- 212- 6644）

現地見学会 有
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位置図（ ８ 号物件）

売却地

嵐電 京福
嵐山本線

太秦広隆寺駅

京都市立
太秦小学校

49



参考写真（ ８ 号物件）

撮影方向： 物件外の南側から北向き 撮影方向： 物件内の東側から北西向き

撮影方向： 物件内の南側から北向き 撮影方向： 物件内の東側から西向き

撮影方向： 物件内の西側から東向き 撮影方向： 物件内の東側から西向き
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登記簿

実 測

登記簿

現 況

電話番号

居住誘導区域(土砂災害特別警戒区域等は除く)

075- 222- 3558

075- 222- 4137

075- 222- 3130

状 況 電話番号

前面道路既存設備 あり 0800- 777- 3081

前面道路配管 あり 075- 672- 3511

前面道路配管 あり 075- 672- 7787

前面道路配管 あり 075- 315- 8942

約700m

約100m

約650m

約700m

約1000m

物 件 明 細
物 件 番 号 9号物件

予 定 価 格 1億3,610万円
※予定価格は、地下埋設物による影響を考慮した価格です。

登録免許税（概算額） 土地：約120万円

種 類

地目

所 在 地
( 地 番 ) 京都市伏見区淀木津町211番5、211番6、211番7、211番12、227番2

土
地

地積
1,542.18㎡

建
物

主である建物の
家屋番号

構 造

宅地
床面積（公簿）

土地の状況 更地

1,542.18㎡（境界確定済）

接面道路の状況

南東側 【種別】府道(京都守口線)（建築基準法第42条第1項第1号道路） 【幅員】約18ｍ 【舗装】あり 【高低差】± 0ｍ
北東側 【種別】市道(淀34号線)、私道(建築基準法第42条第1項第5号道路、指定番号第227号)

【幅員】市道幅員1.82m、現状幅員(指定幅員)約4m 【舗装】あり 【高低差】± 0ｍ
北西側 【種別】市道（淀34号線）（非道路） 【幅員】約1.8ｍ 【舗装】あり 【高低差】± 0m
南西側 【種別】私道(建築基準法第42条第1項第5号道路、指定番号第227号)

【幅員】現状幅員(指定幅員)約4m 【舗装】あり 【高低差】± 0m
※土地の中央に、建築基準法第42条第1項第5号道路(指定番号第227号)が通っています。詳しくは、

京都市指定道路図を御覧ください。

私 道 負 担 あり(約357㎡)

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限

種 類 内 容 お問合せ先

区 域 区 分 市街化区域

都市計画局都市企画部
都市計画課

075- 222- 3505

用 途 地 域 準工業地域

建 ぺ い 率 60％(用途地域による)

容 積 率
【府道京都守口線から25ｍまで】400％
【府道京都守口線から25ｍ超】200％

高 度 指 定
【府道京都守口線から25ｍまで】31ｍ第1種高度地区
【府道京都守口線から25ｍ超】20ｍ第4種高度地区

防 火 指 定 なし

近畿圏整備法 近郊整備区域

眺 望 景 観 遠景デザイン保全区域（11）

立地適正化計画の区域

都市計画局都市景観部
景観政策課

075- 222- 3474
景 観 保 全 町並み型建造物修景地区

開発行為
500㎡以上の一団の土地で開発行為を行う場合は、開発行
為に関する許可が必要となります。
宅地造成等工事規制区域

都市計画局都市景観部
開発指導課

屋外広告物
【府道京都守口線から約25ｍまで】沿道型第4種地域
【府道京都守口線から約25ｍ超】第6種地域

都市計画局都市景観部
広告景観づくり推進課

文化財保護 周知の埋蔵文化財包蔵地：淀城跡(一般遺跡）
文化市民局文化芸術都市推進室
文化財保護課

供
給
処
理
施
設

施設の種類 内容等 お問合せ先

電 気 関西電力送配電（株） 関西電力送配電（株）
送配電コンタクトセンター

上 水 道 市営水道 京都市上下水道局水道部
水道管路管理センタ-給水工事課(南部担当)

下 水 道 公共下水
京都市上下水道局下水道部
みなみ下水道管路管理センター

ガ ス 都市ガス 大阪ガスネットワーク（株）
京滋事業部導管計画チーム

中 学 校 京都市立大淀中学校 物件の東方

交通

機関

鉄 道 京阪本線 淀駅 物件の北東方

バ ス 京阪バス 淀下津町停留所 物件の北東方

公
共
機
関

区 役 所 伏見区役所淀出張所 物件の北東方

小 学 校 京都市立明親小学校 物件の東方

宅地
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

日時

入札物件には、元市営住宅用の汚水桝がありますが、現在は利用されていませんので、上下水道局へ撤去申請
の上、落札者の負担で撤去可能です。

電柱については、関西電力送配電(株)が所有しており、同社に敷地の一部（位置指定道路内）を貸し付けていま
す。隣接者等への配電に使用されているため、事業の実施に当たっては、電柱の今後の取扱いについて、同社と
必要に応じて協議してください。

入札物件の位置指定道路部分及び南西端敷地には給水幹線(私有管が2本存在しており、1本は本市所有、その
他は隣接者所有（地番：222番3）でかつ、本市所有の私有管に接続)、下水道施設、ガス管が埋設されているほ
か、位置指定道路上には電柱が設置されています。

本市所有の給水幹線（昭和36年度布設、材質はＶＰ、口径は50mmと40mm）は、すべて位置指定道路内にあり、そ
のうち、位置指定道路南西側に埋設されている部分は、隣接者所有（地番：222番3）の給水幹線（昭和36年度布
設、材質はＶＰ、口径は20mm）が接続されていることに加え、隣接者（地番：211番4及び211番9）が利用していま
す。本市所有の給水幹線について、所有権移転後は落札者で維持管理を実施してください。
また、落札者は所有権移転後も、当該隣接者の給水幹線利用を継続させるとともに、当該隣接者から、給水装置
の工事等に伴う同意を求められた場合は、同意してください。
なお、隣接者所有（地番：222番3）の給水幹線は、入札物件の南西端の箇所（地番：227番2及び211番7の一部）に
あります。

位置指定道路南西側及び入札物件の南西端の箇所（地番：227番2及び211番7の一部）に埋設されている公共下
水道管(以下、「本市上下水道局管理の下水道施設」を指す。)は隣接者（地番：211番4、211番14、211番9及び222
番3）が利用しています。
また、公共下水道設置承諾書が提出されており、落札者には当該承諾書を引き継いでいただきます。
本市上下水道局が公共下水道管の維持管理やその他必要な工事を実施するに当たり、敷地の一部の掘削等を
する必要がある場合は、当該承諾書に基づき掘削に同意してください。
落札者は、当該隣接者から、取付管の工事等に伴う同意を求められた場合は、同意してください。
なお、入札物件と南西側隣接地（地番：211番9）の境界から敷地側3ｍ幅の部分(地番：227番2及び211番7の一部)
については、公共下水道管の維持管理のため、建築物や外構などの構造物や草木など維持管理の妨げとなる定
着物を設置することはできません。

入札物件南西側の隣接地(地番：211番4)から玄関の一部及び植栽が、隣接地（及び地番：211番14)から植栽が越
境しています。詳細は、現地見学会において確認してください。また、事業の実施に当たっては、隣接者と必要に
応じて協議してください。

（お問合せ先　都市計画局住宅室住宅管理課　℡075-222-3631）

現地見学会 有
①令和6年11月14日（木）午前10時から11時まで
②令和6年11月21日（木）午後3時30分から4時30分まで

留意事項

位置指定道路北東側の公共下水道管及び位置指定道路南西側の元市営住宅用の取付管は、本物件の利用形
態によって、落札者の費用負担で撤去することも可能であり、存置又は利用する場合は、上記同様に定着物の設
置不可等の維持管理条件を厳守する必要があるため、今後の取扱いについては、本市上下水道局下水道部みな
み下水道管路管理センター（℡075-672-7787）と必要に応じて協議してください。

本市所有の給水幹線（位置指定道路南西側箇所を除く）については落札者の負担で撤去可能ですが、本市上下
水道局（水道部水道管路管理センター給水工事課(南部担当)（℡075-672-3511））と必要に応じて協議してくださ
い。撤去に際しては、事前に都市計画局住宅室住宅管理課（℡075-222-3631）へ御連絡ください。
また、入札物件に設置されている給水装置であって、今後の活用に当たり使用しない給水装置がある場合は、撤
去について本市上下水道局（水道部水道管路管理センター給水工事課(南部担当)（℡075-672-3511））と協議して
ください（撤去費用については落札者負担となります。）。

入札物件は、京都府マルチハザード情報提供システムにおいて、浸水深3m～5m未満の洪水浸水想定区域に該
当します。なお、土砂災害警戒区域等には該当していません。

入札物件の敷地の一部は位置指定道路となっており、所有権移転後も位置指定道路として維持管理し、通行の
用に供してください。当該位置指定道路南西側は、建築基準法第43条1項本文の規定に基づく京都市建築基準条
例の規定に抵触することとなる建築物の敷地があるため、道路を変更又は廃止することはできません（同法第45
条第1項）。
なお、当該位置指定道路は入札物件の隣地者(地番：211番4、211番9、211番14、224番6及び224番7)が生活のた
めに利用している道路ですので、位置指定道路の取扱いについては、入札物件の隣地者と十分に協議し、同意を
得てください。

入札物件は、令和2年2月まで木津市営住宅として使用された後、令和4年2月までにすべての建物の除去が完了
し、現在更地及び一部コインパーキングとなっています。なお、コインパーキングについては、令和7年1月に契約
終了予定であり、精算機、看板及び車止め等が撤去され、アスファルト舗装が残置します。

フェンスや位置指定道路及び埋設管等を含めて現状有姿のまま売却します。解体・撤去に要する費用は、落札者
において負担するものとし、本市は負担しません。

土壌汚染調査及び地盤に関する調査は実施しておらず、土壌汚染の存在及び地盤の状態は不明です。

登記簿謄本、公図、住宅地図及び旧土地台帳等により地歴を調査したところ、市営住宅解体時の記録が残ってい
なかった部分については、地中レーダー探査（1～3m間隔、ユーティリティスキャンスマートシステム使用）を実施し
ました。地中レーダー探査の結果、位置指定道路部分及び南西端敷地（フェンスで囲まれた部分）において、管状
の埋設物があることが確認されました。なお、試掘調査を実施しておらず、その他の地下埋設物（通常想定される
土地の利用の妨げとなるもので、地下に存するものをいう。）の存在を否定するものではありません。地歴の調査
に利用した資料及び地中レーダー探査の結果については、行財政局資産イノベーション推進室執務室内におい
て、閲覧に供します（詳細は4ページ）。

ガス管については、大阪ガスネットワーク(株)が所有しており、同社に敷地の一部（位置指定道路内及び南西端敷
地）を貸し付けています。ガス管の一部については、隣接者（地番：224番6及び224番7）が使用しています。事業の
実施に当たっては、ガス管の今後の取扱いについて、同社と必要に応じて協議してください。

訂正版
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売却条件等（ ９ 号物件）

９ 号物件(以下「 入札物件」 という 。 )に関しては、以下の条件を遵守したう え

で、 入札に参加してく ださい。

１ 住宅を建築する場合の仕様について

本市では、京都市地球温暖化対策計画や京都市住宅マスタープランにおいて、

省エネルギ―性能が高い新築住宅の普及を促進しています。この取組の一環と

して、住宅を建築する場合は、Ｚ Ｅ Ｈ又はＺ Ｅ Ｈ－Ｍの建築物としなければな

り ません。

２ 本市所有の給水幹線の所有権移転について

入札物件内の本市所有の給水幹線については、 当売買契約により 新所有者

に所有権が移転します。

３ 所有権移転した給水幹線の維持管理について

隣接者が生活するう えで必要な水道を継続して使用できるよう 給水幹線の

適切な維持管理をしなければなり ません。

４ 南西側敷地一部の利用制限について

入札物件敷地と地番 211番 9の境界から敷地側３ ｍ幅の部分( 227番 2及び

211番 7の一部)については、 下水道管が埋設されており 、 下水道管の維持管

理のために建築物や外構などの構造物や草木など維持管理の妨げと なる定着

物を設置することはできません。

５ 公共下水道設置承諾書の承継について

本市上下水道局が公共下水道管の維持管理やその他必要な工事を実施する

に当たり 、 入札物件敷地への立ち入り 及び敷地の掘削等をすること 等を承諾

している公共下水道設置承諾書を引き継がなければなり ません。

６ 給水幹線または下水道管埋設地の掘削同意について

敷地内の給水幹線または下水道管の埋設箇所について、 当該管から引き込

みをし て水道または下水道を利用し ている隣接者もし く は本市上下水道局か

ら埋設箇所に対する工事等の同意を求められた場合は同意してく ださい。

（ 次項へ続く ）
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７ 位置指定道路の維持管理について

入札物件の敷地の一部は位置指定道路と なっており 、 所有権移転後も位置

指定道路として維持管理をしなければなり ません。

８ 土地転得者への承継について

入札物件の所有権を第三者に移転する場合は、上記１ から７ に定める義務を

当該第三者に履行させなければなり ません。

９ 違約金の請求及び買戻し特約の登記について

本市の承諾を得ること なく 、 上記１ 及び８ に規定する制限等に違反した場

合には、売買代金の３ 割に相当する額の違約金を請求します。また、上記１ に

ついては所有権が移転し た日から起算し て、 １ ０ 年間の買戻しの特約を設定

し 、 同特約の登記を行います。

※ 売却条件等に係る詳細は、 京都市ホームページに掲載している契約書(案)
を御参照く ださい。
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位置図（ ９ 号物件）

売却地

淀城跡
公園
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参考写真（ ９ 号物件）

撮影方向： 物件外の北西側から南東向き 撮影方向： 物件外の東側から南西向き

撮影方向： 物件外の北側から南向き 撮影方向： 物件外の南側から北西向き（ 位置指定道路）

撮影方向： 物件外の南西側から北東向き（ 位置指定道路） 撮影方向： 物件外の南東側から北西向き （ 位置指定道路）
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登記簿

実 測 事務所

登記簿

現 況

電話番号

075- 222- 3558

075- 222- 4137

075- 222- 3130

状 況 電話番号

前面道路既存設備 あり 0800- 777- 3081

前面道路配管 あり 075- 672- 3507

前面道路配管 あり 075- 672- 7787

前面道路配管 あり 075- 315- 8942

約1400m

約300m

約1200m

約600m

約700m

物 件 明 細
物 件 番 号 10号物件

予 定 価 格 9,700万円
※予定価格は、建物等の解体撤去費を考慮した価格です。

登録免許税（概算額） 土地：約92万円、建物：約25万円

所 在 地
( 地 番 ) 京都市南区八条源町13番5、14番1

土
地

地積
526.86㎡

建
物

主である建物の
家屋番号

13番5

種 類

地目
構 造 鉄骨造陸屋根2階建

宅地
床面積（公簿） 1階 252.65㎡ 2階 250.75㎡

土地の状況 建物付

526.86㎡（境界確定済）

接面道路の状況 南側 【種別】市道（八条通）（建築基準法第42条第1項第1号道路） 【幅員】約6.0ｍ 【舗装】あり 【高低差】± 0ｍ

私 道 負 担 なし

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限

種 類 内 容 お問合せ先

区 域 区 分 市街化区域

都市計画局都市企画部
都市計画課

075- 222- 3505

用 途 地 域 第一種住居地域

建 ぺ い 率 60％(用途地域による)

容 積 率 200％

高 度 指 定 20m第2種高度地区

防 火 指 定 準防火地域

近畿圏整備法 既成都市区域

眺 望 景 観
近景デザイン保全区域(3- 1)、遠景デザイン保全区域
(4)、(11)、(49)、事前協議区域(3- 1)

立地適正化計画の区域 都市機能誘導区域 、居住誘導区域(土砂災害特別警戒区域等は除く)

都市計画局都市景観部
景観政策課

075- 222- 3474
（事前協議区域につ

いては075- 222-
3397）景 観 保 全 市街地型美観形成地区

開発行為
500㎡以上の一団の土地で開発行為を行う場合は、開発行
為に関する許可が必要となります。
宅地造成等工事規制区域

都市計画局都市景観部
開発指導課

屋外広告物
第5種地域、屋外広告物等に関する条例第11条第1
項第6号に規定する区域

都市計画局都市景観部
広告景観づくり推進課

文化財保護
周知の埋蔵文化財包蔵地：平安京跡(一般遺跡)、
御土居跡(一般遺跡)

文化市民局文化芸術都市推進室
文化財保護課

供
給
処
理
施
設

施設の種類 内容等 お問合せ先

電 気 関西電力送配電（株） 関西電力送配電（株）
送配電コンタクトセンター

上 水 道 市営水道
京都市上下水道局水道部
水道管路管理センター給水工事課（南部担当）

下 水 道 公共下水
京都市上下水道局下水道部
みなみ下水道管路管理センター

ガ ス 都市ガス 大阪ガスネットワーク（株）
京滋事業部導管計画チーム

交通
機関

鉄 道 JR京都駅 物件の東方

バ ス 市バス 御土居停留所 物件の南方

公
共
機
関

区 役 所 南区役所 物件の南東方

小 学 校 京都市立南大内小学校 物件の南方

京都市立八条中学校 物件の南西方中 学 校

宅地
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

日時

東壁は上下水道局所有の東側隣接地（地番：14番8及び135番）の上にあるため、建物等を解体されない場合で
あっても、落札者の負担で東壁（写真参照）は必ず解体・撤去してください。解体・撤去にあたっては、撤去範囲等
について事前に上下水道局経営戦略室（℡075- 672- 7710）と協議するものとし、撤去までの間、行政財産の目的
外使用許可を申請してください（無償）。

東側隣接地（地番：14番8及び135番）は、上下水道局が引き続き下水道管理用地として使用するため、上下水道
局と協議のうえ、境界部分（入札物件内）にフェンス等を設置し、進入できないようにしてください。なお、フェンス等
の設置に要する費用は、落札者において負担するものとし、本市は負担しません。

入札物件の現在の出入口前の土地は、上下水道局の用地ですが、開発等が終了するまでの間は、入札物件への
出入りに関して上下水道局用地を通行することを許可しますので、行政財産の目的外使用許可を申請してください
（無償）。

①令和6年11月15日（金）午後3時30分から4時30分まで
②令和6年11月22日（金）午後１時から2時まで

留意事項

入札物件は、昭和61年10月から令和2年4月まで財団法人京都市下水道事業協会（現：一般財団法人京都市上下
水道サービス協会）事務所として貸与（目的外使用許可）していました。以後、民間事業者からの依頼により、倉庫
等として短期で貸与していました。なお、入札物件上の建築物及び構造物は、入札物件及び上下水道局が所有す
る東側隣接地（地番：14番8及び135番）に、跨って存在しています。

建物や門、門扉等を含めて現状有姿のまま売却します。解体・撤去に要する費用は、落札者において負担するも
のとし、本市は負担しません（建物及び構造物の解体・撤去を行う際は、事前に上下水道局経営戦略室（℡075-
672- 7710）と協議してください。）。

土壌汚染調査及び地盤に関する調査は実施しておらず、土壌汚染の存在及び地盤の状態は不明です。

登記簿謄本、公図、住宅地図及び旧土地台帳等により地歴を調査したところ、過去に事務室、倉庫、ポンプ室等の
建築が確認されたため、地中レーダー探査（1ｍ間隔、SIR- 3000使用）を実施しました。地中レーダー探査の結果、
入札物件内の地下埋設物（通常想定される土地の利用の妨げとなるもので、地下に存するものをいう。）の反応は
ありませんでした。なお、試掘調査を実施しておらず、入札物件の地下埋設物の存在を否定するものではありませ
ん。地歴の調査に利用した資料及び地中レーダー探査の結果については、上下水道局経営戦略室執務室内にお
いて、閲覧に供します（詳細は4ページ）。

入札物件西側の隣家（地番：11番8及び12番2）の電線及び換気扇フードが入札物件に越境しており、越境物の解
消に関する覚書を締結しています。詳細は、現地見学会において確認してください。また、事業の実施に当たって
は、必要に応じて隣接者と協議してください。越境物の解消に関する覚書については、上下水道局経営戦略室執
務室内において、閲覧に供します（詳細は4ページ）。

建物のアスベストに関する調査は実施しておらず、アスベストの存在は不明です。

既存建物の詳細図面については、上下水道局経営戦略室執務室内において、紙媒体の閲覧に供します。（詳細
は5ページ）

入札物件の開発等に係る工事を施工される際は、事前に上下水道局経営戦略室（℡075- 672- 7710）と協議してく
ださい。

給水管及びガス管が道路から上下水道局の下水道管理用地（地番：14番8及び135番）を通過して入札物件に繋
がっています。入札物件の開発に係る配管工事においては、これらを留意してください（開発等において、下水道
管理用地を通過しないよう必ず落札者の負担で移設（撤去）してください。）。また、既設の給水管及びガス管を移
設（撤去）するまでの間、行政財産の目的外使用許可を申請してください（無償）。

門の北側に沿って、溝及びグレーチング（溝蓋）がありますので、溝の埋め戻し及びグレーチング（溝蓋）の撤去を
するときは、上下水道局経営戦略室（℡075- 672- 7710）と協議のうえ実施してください。
なお、埋め戻し及び撤去に要する費用は、落札者において負担するものとし、本市は負担しません。

入札物件は、京都府マルチハザード情報提供システムにおいて、浸水深0.5～1.0m未満の洪水浸水想定区域に該
当します。なお、入札物件は土砂災害警戒区域等には該当していません。

（お問合せ先 上下水道局経営戦略室 ℡075- 672- 7710）

現地見学会 有
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売却条件等（ 10号物件）

10 号物件(以下「 入札物件」 という 。 )に関しては、 以下の条件を遵守したう

えで、 入札に参加してく ださい。

１ 建物の一部（ 壁） の撤去等について

⑴ 落札者は、入札物件に隣接する京都市南区八条源町 14番 8及び 135番（ 以

下「 本市所有地」 という 。） において、 埋設されている配管（ 水道管及びガ

ス管） の占用及び通行に係る使用許可を受けるため、京都市上下水道局公有

財産及び物品規程第４ 条第１ 項に基づく 目的外使用許可及び京都市公有財

産及び物品条例第２ 条第４ 項に係る免除の申し出を行う ものと します。

⑵ 落札者は、（ 上記⑴において） 占用に係る申請をした埋設されている配管

（ 水道管及びガス管） を移設・ 撤去するものとし 、 移設・ 撤去の際は、 本市

所有地の形質変更に係る承認を受けるため、京都市上下水道局公有財産及び

物品規程第１ ８ 条の９ に基づく 申請をしなければなり ません。

⑶ 落札者は、本市所有地の上に設置されている入札物件の一部である壁を必

ず解体・ 撤去するものと し 、当該壁の解体・ 撤去までの間、本市所有地の占

用に係る使用許可を受けるため、京都市上下水道局公有財産及び物品規程第

４ 条第１ 項に基づく 目的外使用許可及び京都市公有財産及び物品条例第２

条第４ 項に係る免除の申し出を行う ものとします。

⑷ 落札者は、本市所有地へ進入できないよう にするため、入札物件の上（ 境

界付近） にフェ ンス等を設置するものと し 、フェ ンス等の仕様及び設置場所

等については、 あらかじめ本市と協議しなければなり ません。

２ 土地転得者への承継について

落札者は、入札物件の所有権を第三者に移転する場合は、上記１ に定める義

務を当該第三者に履行させなければなり ません。

３ 違約金の請求について

本市の承諾を得ることなく 、上記１ 及び２ に規定する制限等に違反した場合

には、 売買代金の３ 割に相当する額の違約金を請求します。

※ 売却条件等に係る詳細は、 京都市ホームページに掲載している契約書(案)
を御参照く ださい。
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位置図（ １ ０ 号物件）

売却地

六孫王神社
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参考写真（ １ ０ 号物件）

撮影方向： 物件外の南西側から北東向き 撮影方向： 物件外の南東側から北西向き

撮影方向： 物件内の北東側から南西向き 撮影方向： 物件内の南西側から北東向き

撮影方向： 物件内の北東側から南西向き 撮影方向： 物件内の北東側から南西向き

東壁撤去
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Ⅳ 申込先・ 問合せ先

Ⅴ メ ールマガジンの配信

１ 号物件～９ 号物件

京都市行財政局資産イ ノ ベーショ ン推進室

○所在地

〒604- 8571

京都市中京区寺町通御池上る 上本能寺前町488番地

京都市役所本庁舎４ 階

○電話： 075- 222- 3284（ 直通）

○Ｆ Ａ Ｘ ： 075- 212- 9253

○メ ールアド レ ス

shi san- i novat i on@ci t y. kyot o. l g. j p

１ ０ 号物件

京都市上下水道局経営戦略室資産活用担当

○所在地

〒 601- 8116

京都市南区上鳥羽鉾立町 11番地3

京都市上下水道局総合庁舎５ 階

○電話 075- 672- 7710（ 直通）

○Ｆ Ａ Ｘ 075- 682- 2454

○メ ールアド レ ス

sui do. zai san@sui do. ci t y. kyot o. l g. j p

本市の市有地等の売却に係る 一般競争入札の実施に関する 情報を お届けし ます。 配信を

希望さ れる 方は、 以下の本市ホームページから 登録し て く ださ い。

■Ｕ Ｒ Ｌ

ht t ps: / / www. ci t y. kyot o. l g. j p/ gyozai / page/ 0000204145. ht ml

■二次元コ ード
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